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会議録 

会議の名称         令和６年度第１回つくば市障害者計画策定懇談会 

開催日時 令和７年２月７日（金）午前 10時 00分開会・午前 10時 40分閉会 

開催場所 つくば市役所 ２階２０３会議室 

事務局（担当課） 福祉部障害福祉課 

出

席

者 

委員 森地 徹    中島 幸則   池田 由美   細田 忠博 

生井 祐介   後藤 真紀   津梅 光子   篠﨑 純一 

齊藤 新吾   吉田 真一    

事務局 福祉部   部長 根本 祥代       次長 相澤 幸男 

障害福祉課 課長 岡田 治美       課長補佐 中村 央子 

      統括医療技士 吉村 千賀子  係長 飯田 強 

      係長 海老原 恵梨子     係長 倉持 博子 

主事 近藤 秀将 

障害者地域支援室 室長 福田 学 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数    １ 人 

非公開の場合は

その理由 

 

 

議題 つくば市障害者プランの進捗評価について 

会議録署名人  確定年月日   

会 

議 

次 

第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

４ その他 

５ 閉会 

議  事  の  経  過 

１． 開会 

〇事務局 定刻となりましたので、令和６年度第１回つくば市障害者計画策定懇談会を始め

たいと思います。本日はお忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございます。本日

の懇談会において、武田委員、五十嵐委員、大山委員からは、事前に御欠席の御連絡をいた

だいておりますことをお知らせいたします。それではまず初めに、福祉部長の根本より御挨

拶を申し上げます。 

 

２．挨拶 

〇根本部長 本日は大変お忙しいところ、令和 6年度第 1回つくば市障害者計画策定懇談会

に御出席いただきまして誠にありがとうございます。委員の皆様にはつくば市障害者プラン
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改定版の策定にあたりましては、令和 4年度から令和 5年度にかけてそれぞれの視点から

様々な御意見をいただきまして本当にありがとうございました。 

皆様の御協力をいただきまして策定されましたつくば市障害者プラン改定版につきまして

は、毎年度各事業の進捗評価を行いまして、つくば市障害者計画策定懇談会において報告す

るとともに、必要がある際には、計画の変更も含め、必要な措置を講じることとしています。 

この度、令和 6年度 9月末までの進捗評価を行いましたので、今回の懇談会ではその報告を

させていただくとともに、皆様から御意見等いただきたく存じます。引き続きの御協力をお

願いいたしまして私の挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 続きまして、座長より御挨拶をお願いいたします。 

 

〇森地座長 皆様おはようございます。今年度第 1回のつくば市障害者計画策定懇談会とい

うことで、本日は第３次つくば市障害者計画の進捗評価表というものが出てまいりました。

既に委員の皆様におかれましてはお目通しいただいていることと存じますが、こちらの内容

につきましてなにかございましたら、御意見いただけたらと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 森地座長ありがとうございました。ここで、懇談会を開催させていただく前に、

事務局から委員の交代について御報告いたします。つくば市障害者自立支援協議会斉藤秀之

委員につきましては、委員交代の申し入れがありましたので、同じ所属の「飯島弥生（いい

じま やよい）」様を後任の委員として委嘱させていただきました。なお、飯島委員からは、

本日の懇談会につきまして、事前に御欠席の御連絡をいただいております。続きまして、会

議の公開に関する連絡事項があります。つくば市障害者計画策定懇談会については、市政運

営の透明性の向上を図ることを目的とする「つくば市会議の公開に関する指針」により、こ

の会議を公開することとしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは議題にう

つります。ここからは、座長に進行をお願いしたいと思います。座長、よろしくお願いいた

します。 

 

〇森地座長 それでは、議題のつくば市障害者プランの進捗評価について、事務局より説明

をお願いします。 

 

〇事務局 はい。本日の資料については、事前配布させていただいた資料 1－1から 3に加

え、本日机上配付させていただきました資料 4から資料 6までございます。不足等ございま

したら事務局までお声をかけてください。皆さんお手元にございますでしょうか。それでは

それぞれの資料について説明させていただきます。 

まず資料 1－1については、第 3次つくば市障害者計画に掲載されている各事業について、

それぞれの担当課から令和 6年 9月末時点の進捗状況を評価していただいたもの、資料 1－2

がその評価基準となっております。こちらの内容につきましては、事前に御確認いただいて

いることと思いますので、本日は説明を省略させていただきます。 
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資料 2については、進捗評価の 5段階評価のみを記載したものになります。資料 2の方御覧

いただければと思います。 

このようにわかりやすいように、5段階評価のみというものを記載させていただいておりま

して、見ていただくと、ほぼすべての事業で概ね想定通りに進んでいるとの評価になってい

ます。次回以降の進捗評価では、この資料 2の表の右側に 1列追加させていただいて、そこ

に今回の評価を掲載して、視覚的に比較しやすいようにしようかなと考えております。 

続きまして、本日机上配付させていただいた資料 4を御覧ください。 

こちらの表が、進捗評価の Aを 4点、Bを 3点、Cを 2点、Dを 1点、Eを 0点として、基本

目標ごとに集計したものになっております。 

配点については、つくば市障害者プラン改定版の 43ページに掲載されているものと合わせ

ております。こちらは後日御確認いただければと思います。 

今回用意させていただいた資料 4のように、次回以降の進捗評価でも点数化させていただこ

うかと思っておりまして。こちらも次回や、次回以降、同じようなものを作っていくことで

比較していく予定でございます。この資料 4の数字についてなんですが、下に注釈を入れさ

せていただいております。事業が複数課に跨っていて、かつそれぞれの課で評価をしている

場合があるので、事業数と比べて取組数の方が多くなっており、また資料 2の 5ページ、121

番の事業なんですけれども、こちら見ていただくと、14の再掲というふうに書いてあるよう

に、1ページ 14番の事業と同じものになっているので、基本目標の行ではそれぞれカウント

している一方で、一番下の合計を計算する際には、それぞれ一つ除いて集計させていただい

ております。 

続きまして、資料 3を御覧ください。こちらの資料では、現計画から修正変更があったもの

についてまとめております。資料 3の 1ページ目の担当課の変更については、ほとんどが各

課の再編によるものなんですけれども、大目標 50番の成年後見制度については誤植があり

まして、そのために修正しております。この資料について事前に質問等はいただいておりま

せんので、細かい説明は省略させていただきます。 

続きまして、本日机上配付させていただいた資料 5について説明させていただきます。こち

らの資料は、障害福祉サービス等の実績をまとめたもので、令和 5年度と令和 6年度の実績

については、今回新たに集計して記載したものになっております。令和 2年度から 4年度に

ついては、今、障害者プラン改定版に載っているものと全く同じになっています。資料 5の

1ページから 8ページまでの、ほぼすべての事業について、それと移動支援、日中一時支援、

訪問入浴サービスについては、月の平均値で算出させていただいております。その他、9ペ

ージ以降の事業については月末時点の実績を掲載しております。例外がありまして、資料 5

の 6ページを御覧ください。資料 5、6ページの（1）計画相談支援というものがあると思う

んですけれども、こちらは、このサービス自体に期限がないことと、当市はサービスを利用

される方ほとんど全員にこの相談支援というのを合わせて利用していただいているという

状況で、前の月より減少するっていう可能性が、現状、ほぼないということになっており、

こちらは、月末時点の最新の実績を掲載させていただいており、同じように、8ページの（2）

なんですけど、こちらで継続障害児支援利用援助って書いてあるんですが、こちらは障害児

の相談支援の方になりまが、こちらも同じ理由で、集計時点の最新の情報を載せさせていた
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だいております。 

令和 5年度の実績につきましてはもちろん出ていますので、3月末までのもので計算させて

いただいているんですが、令和 6年度の実績につきましては、11月末を基準としております。

ですので、月の平均を求める場合には、4月から 11月のものを 8で割って計算して、こちら

に載せさせていただいております。 

一部事業について、補足で説明させていただきます。資料 5の 1ページ目を御覧ください。 

（3）の同行援護につきまして、こちら令和 5年度 6年度ともに、かなり計画を大きく上回

っているという状況になっております。新型コロナウイルス感染症等による外出自粛も解除

されてきている影響か、その次のページの（4）の行動援護、13ページの移動支援も含め、

それぞれ利用時間が想定を大幅に超えて増加する結果となりました。 

続いて 6ページ目を御覧ください。（8）の自立生活援助、（2）の地域移行支援について、（8）

は令和 6年度の実績、（2）は令和 5年度の実績が 0ということになっているんですが、利用

率のところ、それぞれの表の一番下の方ですね、こちらは数字が入っております。平均をと

った結果、小数点第 1位を四捨五入して 0になってしまったんですけれども、実際には年度

途中で利用された方がおりまして、この利用率 6.3％と 2.5％というのがあるんですが、こ

の分だけ利用は少しあったということで、ここに記載させていただいております。それぞれ

（8）と（2）、大幅に計画値を下回ってはいるんですけれども、こちら必要な人がサービス

を利用できるよう、提供体制の維持に努めていきます。これはそれぞれちょっと短い、期限

が決まっているサービスということになっておりますので、なかなか今後ちょっと増える見

込みはあまりないんですけれども。このように、計画自体は定めさせていただいて、これか

らもなるべく利用できる人が利用できるようにということで進めさせていただきます。 

続きまして、11ページを御覧ください。11ページの一番上の要約筆記者派遣事業について

なんですが、こちらは年々利用者が減少しておりまして、令和 6年度は現時点で実績が全く

ない状態になっております。なってはいるんですが、当然事業の廃止等は考えておりません

ので、今後申請があった際に利用できるよう、引き続き事業を継続して参ります。続きまし

て、12ページ目を御覧ください。日常生活用具給付等事業、この表の上から 5つ目になるん

ですが、排せつ管理支援用具についてなんですが、令和 6年度から、この排せつ管理支援用

具のうち、紙おむつの対象者を拡大しております。これによって、計画より少し上回る見込

みとなっております。今お手元の資料では利用率 72％と書いてありますが、あくまで 11月

末時点の数字なので、年度末には上回っていると思われます。 

続きまして、13ページ目を御覧ください。（8）の手話奉仕員養成研修については、11月末

時点では就労未修了見込み数の算出ができないため、令和 6年度の実績が空欄になっており

ますが、事業そのものは計画通り実施されておりまして、現状入門コースの方が 14名、基

礎コースの方が 12名、今受講中ということで確認しております。 

続きまして、14ページ目を御覧ください。地域活動支援センターⅠ型については、令和 5年

度で事業が廃止されました。廃止されて、その下のⅡ型の方に統合されたことで、このⅡ型

の実績値の方がかなり計画を上回っているように数字上は見えるんですけれども、こちらも

単純に足していただくとわかる通り、実際には利用者自体は減少傾向にあります。 

続きまして、資料 6について説明させていただきます。こちらの資料では、障害者プラン改
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定版で定めた令和 8年度末までの目標に対する進捗状況をまとめております。 

1ページ目を御覧ください。施設入所者につきましては、ここに記載がある通り、現在 50人

以上待機登録をしている方がいる状況でして、退所する方がいても、すぐにまた別の方が入

所するため、これを減らすのはかなり難しい現状であります。一方で、地域移行者につきま

しては 3名いらっしゃいまして、これに関しては、計画通り進んでいるというところで評価

させていただいております。 

続きまして、2ページ目を御覧ください。地域生活支援拠点等の整備というところなんです

けれども、今年度から障害者地域支援室と基幹相談支援事業所等が連携して事業を実施して

おります。また、4月からつくば市に専任のコーディネーターを 1名配置しております。目

標 4のところにつきましては、当事者や支援者から相談があった場合に対応できるよう、相

談を受ける方の人材育成に努めているところです。具体的な方向性はまだ定まってはいない

んですが、他の自治体の事例も参考にしつつ、今後整備を進めていく予定ということになっ

ております。 

続きまして、3ページ目を御覧ください。目標 1の児童発達支援センターについては、ここ

に記載されているスケジュールで進めていく予定ということになっております。 

目標 2から目標 5については、継続で前回の計画から継続しての目標となっておりまして、

目標 6が新しく追加されたものになっております。 

目標 2に記載されているんですが、保育所等訪問支援につきましては、年に数回、保育所等

訪問支援事業所連絡会というのを開催しておりまして、支援の質の向上と連携を図ってお

り、この保育所等訪問支援を通して、地域の保育所、幼稚園等に対して、障害児への支援と

ともに、保育士等への支援を行っています。また、保育所や幼稚園等で行われる職員研修に

障害福祉課の職員を派遣することで、障害への理解促進や支援力の向上を図っていきます。 

4ページを御覧ください。こちらに関しては二つとも前回の計画と同じようなものになって

おりまして、今後も引き続き取り組んで参ります。 

議題の説明については以上です。 

 

〇森地座長 はい、ありがとうございました。ただいま、資料 1から資料 6まで御説明いた

だきましたが、委員の皆様の方からただいま御説明いただいた内容につきまして、質問等ご

ざいましたら挙手にてお願いいたします。御説明いただかなかったところについても、もし

何か改めて確認をされて、御不明な点等、或いは御意見があればあわせて御指摘いただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

〇細田委員 はい、細田です。よろしくお願いいたします。資料 5の 2ページの 4のところ

なんですけども。自立訓練の機能訓練のところで、利用者数と利用日数が大きく増加してい

るっていうところ。これは訪問と通いのどちらの方が多くなってるのかとか何かそういうと

ころあれば教えていただければと思います。 

 

〇事務局 ありがとうございます。こちらなんですが、具体的に数字をそれぞれ分けて出し

てはいないんですが、これはほぼ通いのものととらえていただければと思います。 
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〇細田委員 ありがとうございます。 

 

〇森地座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。ちょっと私から一点確認させ

ていただきたいんですが、この評価につきまして、Aから Eまでとなっていて、資料１－２

に評価基準が示されていますが、いわゆる合格点といいましょうか、及第点といいましょう

か、そういうものはどこになるんでしょうか。ちょっとこれを見ていくと、Bとか、そこら

辺なのかなと、Ａはかなりできたということなのかなと思いますので。或いは Cあたりでも

ある種、標準的なというか、概ねその達成されてるっていうことなのかもしれないんですけ

れども、この評価の見方としてですね、どれぐらいの評価であれば概ねというか及第点とい

うふうに見ているのでしょうか。ちょっと確認させてください。 

 

〇事務局 ありがとうございます。御指摘いただいた通りまず Aというのはかなり大幅によ

くできているというところで、合格点というのはそうですね、Bか Cかな、と。基本的には

最終的には、Bが合格点ということになるんですが、今回は初めての進捗評価で期間も短い

ものになっておりまして、9月末時点で既に課題を見つけて、今後改善を図っていこうとい

うところで C評価のところもあり、この短い中でその課題を見つけているというところで、

良い評価としてもいいんじゃないかなと思います。なので、今回の評価に関しては Cが合格

点ということで見ていただければと思います。ただ、次回以降はそうですね、今回との比較

もありますが、基本は Bが合格評価になります。 

 

〇森地座長 はい、ありがとうございます。そういう意味では今回は一つだけ D評価があっ

たんですけれども、それ以外は全部 C以上ということで、及第点となっているということで

よろしいですかね。 

 

〇事務局 そのようにとらえています。 

 

〇森地座長 はい、ありがとうございます。他になにかございますか。はい、お願いいたし

ます。 

 

〇生井委員 はい、生井です。よろしくお願いします。評価というより、これは感想に近い

んですけれども、資料 1－1進捗評価表の 55番、選挙について、配慮として何か投票所に椅

子が置かれたみたいなことが書かれてたんですけど、確か私、選挙に行ったときに、椅子あ

りますけど使いますかっていう案内をされて、結局使わなかったんですけど、それがこの事

業に入ってるんだなっていうのは、この評価表見てわかったんですけど、せっかくこういう

取組みしてるので、なんかホームページとかにもなんかちょっとこういうのも配慮してます

よっていうのを記載してもいいのかなって思いました。選挙管理委員会のホームページとか

見ても書いてなかったので、何かどこかにあると。差別解消法も、合理的配慮が民間事業者

向けとかになってるので、小さいことでもやっぱりこういう配慮があるよ、ありますよって
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なんか知らせると、一般の人とかにもわかるかなって思いました。次選挙の時にこういうの

があったらちょっと使ってみようかなと思いました。 

 

〇森地座長 はい。ありがとうございます。その辺り事務局の方、いかがでしょうか。 

 

〇事務局 貴重な御意見ありがとうございます。ぜひとも担当課と共有させていただきまし

て、検討させていただければと思います。ありがとうございます。 

 

〇森地座長 はい、ありがとうございます。他になにかございますか。はい、お願いします。 

 

〇後藤委員  はい、後藤です。よろしくお願いいたします。事前に質問しなくて申し訳あ

りません。資料 1－1の 10ページ 7－2学校教育の充実の 120番の評価が Bなんですけど、

なんで、本当にどこが Bなのかなって思うのをちょっと言っておきたいのと、同じページの

8就労に向けた支援の 127番のつくば市雇用促進給付金の評価が Dになっていて、評価の根

拠を見ると、令和 5年度が 1件で 6年度が 0件なので事業の廃止も含め事業の見直しが必要

な状況です、とあるんですが、周知をどのぐらいされているのかな、と。そこを含めて見直

ししていただくと思うのですが、廃止を含めてとあると残念だな、と。こういう交付金があ

るっていうのを知らない事業所が多くて、知っていたら申請するんじゃないかと思うので、

事業の廃止を前提としてではなく、周知などを含めて見直しをしていただきたいという意見

です。 

 

〇森地座長 先ほどの、120番の教育のところの Bはちょっと、ということについて、もう

少し理由について詳しくお話しいただいてもよろしいでしょうか。 

 

〇後藤委員 すみません。特別推進教育推進室の方では、色々一生懸命やっていただいてい

るのはすごくわかるんですが、学校の、特に特別支援学級先生が専門性を持って適切な指導

ができるようになってないと思うので、全員じゃないですけど、よくあの多分悪い先生の話

をよく聞くので。大半の先生は優秀なのかなと思うのですが、授業の様子とかを聞くと、プ

リントをやらせているだけだったり、交流級に行っている様子を把握していなかったりする

先生の話をよく聞きますので、Bは疑問だな、と思いました。 

 

〇森地座長 ありがとうございました。今の御意見に関しまして事務局の方いかがでしょう

か。 

 

〇事務局 はい。すいません、どちらも担当課が障害福祉課ではないものにはなっておりま

すので、ここでの回答というのは難しいところではあるんですが、いただいた御意見を共有

させていただきまして、そうですね、特に D評価の 127番のことについては、場合によって

は今後、担当課から御回答いただいて共有させていただければと思います。120番のことに

ついては、その辺のまず御意見は共有させていただこうかなと思っております。ちょっと評
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価に関してはこのまま Bになるかなと思うところではあるんですが、貴重なお話だと思いま

すので。御意見ありがとうございました。 

 

〇森地座長 はい、ありがとうございました。他は、はい、お願いします。 

 

〇池田委員 はい、池田です。よろしくお願いいたします。関連してなんですけど 121番で、

支援員が令和 5年度 157人、令和 6年度 167人とありますが、これは各小中学校全部の学校

に配置されているということなんでしょうか。それとも特定の学校だけなんでしょうか。 

 

〇森地座長 はい。ありがとうございます。事務局の方で把握されてるようであれば、お願

いします。 

 

〇事務局 はい。お話いただきありがとうございます。ごめんなさい、こちらで把握はして

いなかったんですが、担当課と確認し、後程共有できればと思います。 

 

〇池田委員 はい、お願いします。 

 

〇森地座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

〇細田委員 細田です。先ほどの学校教育の部分に関しまして、特別支援学校の方には専門

職が関わる機会もあるんですけれども、まだまだ具体的にお子さんに対してのかかわり方と

か見立てという部分では中々浸透できていない部分があるのかなというのは確かに同じ思

いを持っているというところはあります。一方で近隣市町村では、特別支援学校だけではな

くて普通級に対してそういった専門家を派遣して現場の先生たちの教育に対して、例えばＡ

ＤＨＤの方とか、なかなか教室で座っていられないとか、そういったところが、専門家の目

から見て姿勢の問題なのか注意の問題なのか等、色々な発達の経過の中で助言をさせていた

だく、先生方が思い描いている教育に対してサポートをするというような活動も少しずつ出

てきているというところもありますので、そういったところも是非御参考に、近隣の市町村

で来年度から始まるということも聞いていますので、そういったところも参考にしながら、

よりブラッシュアップしてくような形で、取り組めていけるといいのかなと思いました。 

 

〇森地座長 貴重な情報だと思いますので、事務局のほうでこういった情報を踏まえたうえ

で、また、担当課に情報共有していただきながら、対応していっていただければと思います。

他の方いかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

〇斎藤委員 はい、斎藤です。よろしくお願いします。就労支援なんですけど、ニュースと

かで就労Ａの上限額が変更されたことで事業所が撤退しているというのを聞いているんで

すけど、つくば市でその辺の影響というのはどのようになっているでしょうか。もらった資

料を見る限りではあまり減っていないのかなと思うんですが。 
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〇森地座長 ありがとうございます。その辺り事務局の方で、もし、数値等の情報があれば

共有していただければと思います。 

 

〇事務局 Ａ型事業所の閉鎖が多いみたいなニュースとか関連ですかね。つくば市内、つく

ば市の利用者さんという狭い範囲の話であれば、市内でＡ型で休止なり廃止なりってこと

は、ここのところ特に数年はなく、おそらく７・８年前ぐらいに１件あったくらいで、ここ

最近はそういった影響はなく、コロナで落ち込んだところはあったんですが、その後は利用

者数は回復しておりまして、そういう廃止だとか廃業だみたいな形の影響っていうのはこの

つくば市っていう狭い範囲では、大きな影響は出ていないのかなというような現状にはなっ

ております。 

 

〇森地座長 はい。ということですが、よろしいでしょうか。 

 

〇斎藤委員 はい。ありがとうございます。加えて、施設入所者の地域生活への移行の件な

んですけど、国のほうで施設入所者、地域移行の意向調査を令和 6年は努力義務、令和８年

度からは義務化されるというのがニュースでやっていたと思うんですが、令和６年度は、つ

くば市または事業所で、しているところはありますか。 

 

〇森地座長 はい。ありがとうございます。事務局の方、いかがでしょうか。 

 

〇事務局 斎藤委員がおっしゃった通り、今後、という話で令和６年度の頭くらいに意向調

査の件、地域移行を進めていくようにというような意志の表れなのかな、報酬改定の時に出

ていた話だったと思うのですけれども、市内の施設から特に報告とかがこっちにあがってき

たりというのは、おっしゃっていただいたように現状努力義務というところもあってか、今

のところはないですね。 

 

〇森地座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。何か小

さいことでもよろしいかと思いますが、もし何かあれば、今御発言いただければと思います

が。特にないようでしたら、議事進行を終了させていただきます。 

 

〇事務局 森地座長、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、令和６年度

第１回つくば市障害者計画策定懇談会を閉会いたします。委員の皆様方には、約３年間にわ

たり、お忙しい中時間を作っていただき、また、貴重な御意見をいただき、誠にありがとう

ございました。駐車場の無料化の処理がお済みでない方は、御退室前にこちらまで駐車券を

お持ちください。本日は、ありがとうございました。                                                                       
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資料１－１　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表

進捗評価
(５段階)

評価の根拠（取り組んだ内容や成果・課題など）

障害の有無にかかわらず、安心して自立した生活を送ることができる共生社会

1

障害者地域支援室 B
障害者週間の期間中に、障害者施設等の物品販売の機会を設
け、障害福祉に関する理解促進を図りました。

社会福祉協議会 B

誰でも気軽に参加できるスポーツレクリエーションを通し
て、知的障害者の方の心身のリフレッシュを図るとともに、
ボランティアの交流を深めることを目的に実施されている
「みんなでDoスポーツ！」（毎月第２日曜日）事業開催に
ついてチラシ、ホームページにより啓発に努めました。

2 市広報紙の活用
市広報紙への掲載を通して、障害者に対する情報提供に努め
ていきます。

障害福祉課 B
制度の改正や新規事業について、市広報紙への掲載により情
報提供しています。

広報戦略課 A

年間を通じて市ホームページ承認申請及びSNS掲載依頼が
あった際は、発出希望日に合わせて正確・丁寧・迅速に情報
を発信しました。また、市役所１階の福祉事業者のお店「融
点」がにオープンする際（令和６年６月）には、市ホーム
ページやX、FB、instagramを活用し、記事や動画を積極的
に発信しました。

障害福祉課 B
制度の改正や新規事業について、必要な情報を正確・迅速に
提供するため、市ホームページの情報更新を迅速に行ってい
ます。

4
障害者週間を通した啓発・広報
活動

障害者週間(12月３日～９日)を通して、市民全ての人々が障
害に対する理解と認識を深めるための啓発・広報活動に努め
ていきます。

障害者地域支援室 B

令和５年12月６日～８日に、障害者施設等で作製した小物
や食品等を市役所内で販売し、会場でパネル展示による広報
活動を行いました。今後も、当該期間中にイベントを開催す
るなどして、啓発・広報活動に努めていきます。

5
障害者計画、障害福祉計画、障
害児福祉計画

つくば市障害者計画、つくば市障害福祉計画、つくば市障害
児福祉計画を策定する際、関係者ヒアリングやアンケート調
査などによるニーズ把握を行い、利用者にとって望ましい形
での施策への反映に努めます。

障害福祉課 B

次期計画の策定に向け、令和６年度に進捗評価を実施し、令
和７年度以降の計画策定の準備を進めています。
次期計画策定の際にも、関係者ヒアリングやアンケート調査
を実施する予定です。

6 障害者自立支援協議会
地域における障害者への支援体制に関する課題について、関
係機関等が情報を共有し、連携の緊密化を図り、地域の実情
に応じた体制の整備について協議を行っていきます。

障害者地域支援室 B
協議会の委員全体での会議を1回、おとな部会・こども部会
の専門部会を計４回、障害者差別解消支援地域協議会を1回
開催しました。

こども政策課 B

子育てサポートサービスの登録者について、利用会員は令和
５年度：1,336名、令和６年度（９月末時点）：1,299名、
提供会員は令和５年度：181名、令和６年度（９月末時
点）：186名となっており、増加傾向にあります。今年度
は、サポーター研修の周知を区会回覧や民間商業施設への配
架等様々な手法で行っています。引き続き、必要な人がサー
ビスを利用できること、また、そのために提供会員を確保し
ていくため、サービスの周知・案内、登録しやすい環境の整
備を進めていきます。

社会福祉協議会 B
サービスをより利用しやすくするため、窓口の他Zoomを活
用した対応など、登録対応の幅を広げました。

地域包括支援課 C

第１層協議体では、つくば市地域ケア会議と同時開催し、地
域課題である移動支援、ごみ出し支援についての協議を行い
ました。それぞれ移動支援セミナーの開催、「高齢者のごみ
出し支援に関する提言書」の提出といった成果に結びついて
います。会議の開催形態についての再検討を行い、令和６年
度から１層協議体の単独開催となるため、各圏域の地域課題
の進捗状況を共有し、住民主体による具体的な話し合いにつ
なげていく必要があります。

社会福祉協議会 B

日常生活圏域において生活支援体制整備事業第2層協議体が
設置された7圏域（筑波・大穂・豊里・谷田部西・谷田部
東・桜・茎崎）ごとに生活支援コーディネーターを配置し、
地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制整備に
向けた取り組みを推進しました。

9 地域見守りネットワーク事業

地域によっては、ふれあい相談員を早急に設置する必要があ
るため、その地域に適した相談役を見つけ、設置に向けて積
極的に働きかけ、見守りが必要な方に対し、地域で見守るこ
とのできる仕組みづくりを進めていきます。
社会福祉協議会を中心とした小地域福祉活動の基礎づくりを
推進します。

社会福祉協議会 B

ふれあい相談員数は、目標（1５0名）に達しなかったもの
の、地域の様々な方の理解と協力により1１７名（目標達成
率7８％）となっています。見守り登録者が死亡、施設入所
等により3０6名となりましたが、新規登録者が3３名増えて
いる状況です。ふれあい相談員と民生委員との顔合わせを兼
ねた懇談会を持つことで、地域の状況について共有しなが
ら、連携しながら取り組んでいる地域も増えつつあります。

社会福祉課 B

令和５年度は利用会員登録者数28名、延べ利用件数が287
件、令和６年度は９月末現在で利用会員登録者数23名、延
べ利用件数は137件でした。
利用会員の入院等による休止、退会により登録者数利用件数
ともに若干の減少傾向にあるもののゴミ出し支援や買い物支
援に関する相談等が多く、一定の需要があります。
サービスを提供する側の協力会員が令和５年度末の43名か
ら令和６年度は９月末現在で33名に減少しています。主な
要因は、協力会員の高齢化や体調不良、家庭の事情による退
会が相次いでいるためです。今後も協力会員の増加に向けて
事業の周知等に継続して取り組んでいきます。

社会福祉協議会 B
ホームページにて事業案内パンフレットを掲載し、事業の利
活用と周知に努めました。

学び推進課

特別支援教育推進室

12 福祉体験教室
手話や点字、車いす体験など、児童生徒が体験的に福祉を学
ぶ機会を得られるよう努めます。

社会福祉協議会 B
ホームページによる「福祉体験・ボランティア活動メニュー
リスト」の周知を行い、福祉体験等の機会に繋がるよう努め
ています。

市内小中学校・義務教育学校と特別支援学校との交流を通し
て、障害児に対する理解を深めます。

市内小中学校・義務教育学校と
特別支援学校との交流促進

11 B
特別支援学校在籍の児童生徒から希望がある場合は、居住地
の小中学校・義務教育学校との交流会を行っています。引き
続き障害理解のため各学校への事業周知を行います。

子育てについて援助を受けたい人と援助をしたい人により会
員組織を作り、地域の人が子育て家庭を支援することを目的
とし、子育て家庭を支えるネットワークのひとつとします。

7
つくば子育てサポートサービス
事業

さわやかサービス事業などの住民参加型サービス等につい
て、窓口及び相談等の際に事業の利活用と周知を図り、事業
普及の促進を支援していきます。

さわやかサービス事業10

8 生活支援体制整備事業

地域の多様な主体がメンバーとなり、その地域ならではの支
え合いの仕組みづくりを話し合う場である「第２層協議体」
を圏域ごとに設置し、協議体と協力しながら地域の様々な活
動をつなげ組み合わせる調整役として、地域の実情に詳しい
「生活支援コーディネーター」の配置を行っていきます。

基
本

理
念

3 ホームページの活用
市ホームページ及び市公式SNS等を活用し、市民に対する正
確・丁寧・迅速な情報提供を図ります。

1-2 地域づくり

進捗評価（※令和６年度実績は、令和６年９月末時点のものです。）

共生のまち づくりの推進

啓発・広報活動の充実1-1

所管・担当課事業概要事業
大
目
標

基
本

目
標

1
障害の特性に対する理解と認識を深めるため、各種障害福祉
に関連した講演会等のイベント情報を発信することにより、
啓発・広報活動に努めていきます。

市民への啓発活動
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(５段階)
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基
本

理
念

進捗評価（※令和６年度実績は、令和６年９月末時点のものです。）

所管・担当課事業概要事業
大
目
標

基
本

目
標

13
福祉教育や特別支援学校との交
流学習の実施

つくばスタイル科の時間や特別活動を通して福祉教育の充実
を図るとともに、交流及び共同学習を実施していきます。

学び推進課 B
つくばスタイル科において、つくば市社会福祉協議会と連携
を図りながら福祉体験を実施するなど、体験活動をとおして
福祉に関する意識の涵養を図っています。

14
障害のある児童生徒の教育の充
実

学校等の要請に応じ巡回相談を実施し、指導及び支援の方法
や支援体制について助言を行います。
県立特別支援学校と市内小中学校等との連携を図り、多様な
交流を実施します。併せて、通常の学級と特別支援学級の交
流及び共同学習を推進します。
障害のある児童生徒が安全に安心して学校生活を送れるよ
う、教員の指導補助を行う特別支援教育支援員を、必要に応
じ小中学校等に配置します。

特別支援教育推進室 B

小中学校・義務教育学校への巡回相談について、県立特別支援学校
から令和５年度38回、令和６年度48回、特別支援教育推進室から
は令和5年度15回、令和６年度７回実施しており、学校からの依頼
は増加傾向にあります。
小中学校・義務教育学校に年度当初配置した支援員は、令和５年度
157人、令和６年度（９月末時点）167人です。
学校等の実態を把握し、引き続き支援体制の整備に努めます。

15 ボランティア活動基盤整備事業
ボランティア活動を支援するため、ボランティア保険の受付
や福祉機材の整備・貸出しを行います。また、ボランティ
ア・市民活動を支援する団体助成事業を実施していきます。

社会福祉協議会 B
ボランティア活動を支援するため、ボランティア保険の受付
や福祉機材の整備・貸出し、またボランティア・市民活動を
支援する団体助成事業実施を継続しています。

社会福祉課 B

様々な福祉体験の機会を提供する「福祉体験教室」「青少年
ボランティア体験講座」等を令和５年度は15回開催し、延
べ720名の児童、生徒等が受講しました。令和６年度は９月
末現在で11回開催し、延べ451名の児童、生徒等が受講し
ました。
令和６年度は、小学生の夏休み期間中に開催した体験講座の
対象学年を従来の小学5・6年生から４～６年生に対象学年
を拡大し、体験コースを４コースから６コースに増やしたこ
とにより、参加者数が令和５年度の84名から200名に増加
しました。
今後も小中学校等への事業周知を図るとともに、児童・生徒
が夏休み等の期間中に学校以外の場で継続的に福祉に触れる
機会を継続して設けていきます。
また、市民ボランティア育成講座として令和５年度は傾聴講
座、防災入門講座を開催し、延べ4７名が受講しました。令
和６年度は９月末現在では開催実績はありませんが、下半期
において2回開催を予定しています。今後もボランティア活
動に必要な知識の習得を目的とした講座を開催し、ボラン
ティアの育成に努めていきます。

社会福祉協議会 B
福祉体験等の機会に繋がるよう事業周知に努めています。ボ
ランティアや地域活動に必要な情報や技術を学べるよう講座
を実施しています。

17
ボランティアネットワーク支援
事業

ボランティア連絡協議会と連携し、ボランティアの情報交換
や交流、活動発表の機会等を持ちボランティア間の横のつな
がりの強化に努めます。

社会福祉協議会 B
ボランティア連絡協議会と連携し、ボランティア活動の情報
発信や情報交換の機会を持つ取り組みを実施しています。

18 ボランティアセンター広報事業
ホームページや「つくばボランティアセンターNEWS」等で
ボランティア活動にかかわる情報を発信していきます。

社会福祉協議会 B
ＨＰやボランティアセンターＮＥＷＳの発行の他、ボラン
ティア活動団体情報マップ等を作成し情報発信を行っていま
す。

19 ボランティアセンター運営事業
ボランティアコーディネーターを配置し、ボランティア活動
の希望や受入、悩み等の相談対応を行ったり、情報提供や需
給調整を行います。

社会福祉協議会 B
ボランティアコーディネーターを配置し、ボランティアに係
わる相談対応を行っています。

20 各種奉仕員養成講座の開催
視覚障害者や聴覚障害者のコミュニケーション支援やボラン
ティアの育成を図るため、各種奉仕員養成講座（手話・要約
筆記・点訳・音訳）を開催します。

障害者地域支援室 B
視覚障害者や聴覚障害者の生活支援や社会参加を促すために
必要な支援技術を学ぶ機会として、各種奉仕員養成講座を開
催しています。

地域包括支援課 C

介護支援ボランティアの活動者について、令和５年度は実
12名、令和６年度は1１名でした。現在活動がない方に関し
ては活動の紹介を引き続き積極的に行っていく必要がありま
す。
また、未登録施設向けに登録説明会を行い、１事業所が登録
しました。令和６年度も下半期に実施する予定です。

社会福祉協議会 B

介護支援ボランティアの活動を継続的に推進しています。新
型コロナウイルス感染拡大により、活動先となる福祉施設の
ボランティア受入が難しい状況となっていましたが徐々に戻
りつつあります。

22
傾聴ボランティア事業『おうち
de 交流』

ひとり暮らしの高齢者や閉じこもりがちな高齢者などへの社
会交流の場の提供として、市の養成講座を受けた傾聴ボラン
ティアがご自宅に伺います。

地域包括支援課 C

傾聴ボランティアの利用者について、令和５年度は延べ146
名、令和６年度は延べ148名となっており、増加傾向にあり
ます。また、ボランティアの活動者について、令和５年度は
実18名、令和６年度は実27名（昨年度からの継続含む）と
なっており、活動人数についても増加傾向です。引き続き、
傾聴ボランティア事業の利用について周知・案内に努めてい
きます。

2

23 つくば市市営住宅長寿命化計画

市営住宅の長寿命化のための大規模改修工事では、バリアフ
リー等に配慮した仕様での改修を促進します。また、建て替
えについては、構造や間取り等に関しても障害者や高齢者世
帯に配慮した居住水準・仕様での整備を推進します。

住宅政策課 B

２団地の４棟（台町団地３棟、金田住宅１棟）で市営住宅の
浴室改修工事を実施し、新たに浴室内へ手摺を設置し、浴室
出入り口の段差を小さくしました。また、１団地（ひがし谷
田川団地１・２号棟）で、敷地内共有部に手すりやスロープ
を設置しました。

24
重度障害者住宅リフォーム補助
事業

重度障害者に対し、在宅で過ごしやすい環境を整備するため
の住宅改修補助制度の周知を行い、専門職（理学療法士、作
業療法士）と協力して相談に応じられる体制の整備を図りま
す。

障害福祉課 B
市ホームページ及び障害者福祉ガイドブックへ掲載し周知を
図りました。また、専門職と実地調査を行い、申請者に適し
た改修内容であるか等の確認を行っています。

25
つくば市民間賃貸住宅情報提供
事業

障害者や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者に対し、低額な民
間賃貸住宅の情報を窓口で提供し、市内における安定した居
住の確保を図ります。

住宅政策課 B

住宅確保要配慮者の入居を拒まない登録セーフティネット住
宅について窓口や電話で情報提供を行いました。また、宅地
建物取引業協会より提供を受けた低額家賃の民間賃貸住宅情
報の閲覧は、令和５年度及び令和６年度９月末までに13件
で、うち障害のある方は２件でした。

生活環境の整備推進

2-1 住宅政策の推進

1-4 ボランティア活動の促進

小中学生や青少年に対し、体験等を通して福祉やボランティ
アへの興味や関心につながる機会を提供します。
ボランティア活動を希望する市民に対し、活動の基本となる
知識や必要な技術等を習得するための講座を開催しボラン
ティアの育成に努めます。

ボランティア育成・支援・研修
事業

16

21 介護支援ボランティア事業
介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを奨励
し、高齢者自身も社会参加活動を通した介護予防を推進しま
す。
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標

26 住居確保給付

離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し
離職等と同程度の状況にある方で、住居を失った方（または
失う恐れの高い方）に対し、一定期間家賃相当額を支給する
とともに、再就職に向けた支援を行います。

社会福祉課 B

新規申請件数については、令和４年度53件、令和5年度26
件、令和6年度9月末現在で12件受けています。コロナ禍に
比べると申請件数は減少傾向にありますが、支援が必要な方
を制度につなぎ、適切な支援を実施することができました。
住居確保給付金を支給した方に対しては、ハローワーク等で
の職業相談の他、定期的な面談を行い、求職活動の助言等の
支援を行っています。

27 グループホームの利用促進
新規参入事業所の迅速な情報収集に努め、事業者情報を的確
に把握し、特色ある事業などを実施している事業者の情報提
供を積極的に行います。

障害福祉課 B

茨城県から県内207事業所の空床情報を入手し、市内39の
相談支援事業所に情報を提供しました。
また、新規事業所の設置や既存事業所から空床情報の提供が
あった際にも情報を提供しています。

障害者地域支援室 B

市内6か所の音声誘導装置の保守点検、4か所の公共施設内
のいす式階段昇降機の保守点検をし、バリアフリー環境の維
持を行っています。また、特定公共的施設については「茨城
県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく審査状況を所管
部署と共有し、施設環境の整備に努めています。

建築指導課 B
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく工事届が、令
和5年度は18件、令和6年度は9件あり、整備基準をもとに
審査及び指導を行い、適合していることを確認しました。

29 道路の修繕・改修
路面凹凸の解消については、地区要望、通報及びパトロール
などを基に、修繕・改修工事を実施していきます。

道路管理課 B
地区要望、通報及びパトロールを基に、修繕・改修工事を実
施しました。（令和5年度及び令和6年９月末までの修繕・
改修工事件数：682件）

30
バリアフリーマスタープランに
基づいた取組みの推進

つくば市バリアフリーマスタープランに掲げる基本理念・基
本方針に即した各取組みを進めることで、市内のバリアフ
リー化を着実に推進していきます。

企画経営課 B

つくば市バリアフリーマスタープラン策定協議会において有
識者や当事者の意見・情報によって磨き上げながら、令和6
年3月に市のバリアフリー化の基本的な方針や27の関連施策
を定めた「つくば市バリアフリーマスタープラン」を策定し
ました。

31
市内公共施設等バリアフリー化
整備方針の推進

市内公共施設等のバリアフリー化に向けた整備方針を検討し
ていきます。

公共資産利活用推進課 B

公共施設のバリアフリー化の実効性を高めるため、公共施設
のバリアフリー化整備方針の作成を進めており、有識者に事
前にアドバイスを伺うなど、充実した整備方針となるよう検
討を進めています。

高齢福祉課 B

福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等に対して補助金を
交付することにより、身体障害者、要介護認定者等の交通手
段の利用を十分に確保することができない方の社会参加の促
進を図りました。
各年度末時点延べ利用者数（H30：2,846、R1：2,693、
R2：1,947、R3：1,917、R４：2,375、R５：2,744）
事業者が継続して運営できるよう、引き続き支援を行うとと
もに、今後の運営支援について検討していきます。

障害者地域支援室 B
令和５年度の利用件数が前年度と比較して369件増と、当該
事業の需要が高まっており、公共交通を利用することが困難
な方の外出の利便性の向上に寄与しています。

33
コミュニティバス・デマンド型
交通運行業務

公共交通に関する調査・分析を行い、コミュニティバスやデ
マンド型交通を運行することにより、移動利便性の高い公共
交通網の形成に努めます。

総合交通政策課 A

■コミュニティバス
(1) つくば市コミュニティバス「つくバス」
・令和５年度は停留所の新設（４か所）や道路混雑等を踏まえたダ
イヤ改正を実施しました。その他、公共交通マップの作成や出前講
座の実施など利用促進策を継続的に講じた結果、令和５年度の年間
利用者は約113万人と過去最高となりました。
・令和６年度は４月にバス運転士不足などの理由から全シャトルで
減便を伴う改正を実施しましたが、路線沿線の病院や高校への通
勤・通学など利用者の要望を踏まえた時刻表を設定したことで、4
月から７月まで（８月以降は集計中）の各月のつくバス全体利用者
数は前年同月を上回る数値となっています。
(2) 筑波地区支線型バス「つくばね号」
・令和５年10月に地元住民（区長、民生委員）との意見交換を踏
まえ、時刻表の改正や部分運休の見直しを実施しました。
その結果、令和５年10月から令和６年９月までの１年間は目標で
ある１便当たり利用者１人以上を達成しました。

■デマンド型交通「つくタク」
・令和５年12月～令和６年２月でつくタク車両（１台）にAIオン
デマンドシステムを導入する実証実験を実施しました。実証実験で
は予約をアプリからとすることで、高齢者のスマホなどに対する許
容性等を確認しました。住民への利用説明会に併せてスマホ相談会
も開催したことで、高齢者の理解を得られ、結果として利用者の７
割が高齢者でした。
・令和６年度は令和７年４月からのAIオンデマンドシステム全面導
入に向け、システムの選定など準備を進めています。

34 ノンステップバス導入促進事業
移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき、つくバスの
ノンステップバスでの運行に加え、路線バスへのノンステッ
プバスの導入を推進していきます。

総合交通政策課 A

■つくバス
・ノンステップバス100％導入済み
■路線バス(関東鉄道)
つくば市ノンステップバス導入補助金交付要綱を策定・施行
し、国、県及び関係市町村との協調補助により、路線バスへ
のノンステップバス導入を促しました。
・令和５年度はＥＶバス車両２台に補助を実施しました（補
助額：100万円）。
・令和6年度は補助金の活用意向を確認中です。
※平成29年度末時点で、全車両のバリアフリー化(ノンス
テップバス又はワンステップバスの導入)は達成済。

35 障害者運賃割引制度
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所
持している人及びその介護者（１名）を対象に、つくバスと
つくタクの運賃の割引（半額）を行います。

総合交通政策課 A

障害者割引実施数
つくバス：運行事業者が集計困難であることから、未集計
つくタク：令和５年度　4,492人（介添人含）
　　　　　令和６年４月～９月　2,134人（介添人含）
つくばね号：令和５年度　141人（介添人含）
　　　　　　令和６年４月～９月  127人（介添人含）

36 福祉タクシー制度の充実
障害者の社会参加の促進を図るため、障害者福祉タクシー券
の助成制度に関する広報・周知を図り、利用促進に努めま
す。

障害者地域支援室 B
令和６年４～９月分の交付者数が、前年度の同時期と比較し
て約8%増となり、障害者の社会参加の促進につながってい
ます。

2-2 都市施設・道路の整備

28

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、特定公共的
施設の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事をし
ようとする者から届出を受け、審査することで、整備基準に
適合していることを確認します。また、必要に応じて、届出
者に指導及び助言を行うことで、整備基準に適合させ、全て
の人が安全かつ容易に社会参加できるための環境整備を目指
します。

施設環境の整備

2-3 交通手段の確保

福祉有償運送事業実施団体の参入に努めることによって、公
共交通機関を利用することが困難な人に対して、外出の利便
を図っていきます。また、実施団体へ補助金を交付し支援し
ていきます。

福祉有償運送事業32
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標

基
本

目
標

37
交通系ICカードによる鉄道・バ
ス利用運賃の助成

障害者の社会参加の促進を図るため、交通系ICカードによる
鉄道・バス利用運賃の助成制度に関する広報・周知を図り、
利用促進に努めます。

障害者地域支援室 B
令和６年４～９月分の交付者数が、前年度の同時期と比較し
て約3%増となり、障害者の社会参加の促進につながってい
ます。

38
障害者の運転免許取得・自動車
改造の助成

障害者の社会参加の促進と日常生活の利便を図るため、運転
免許取得・自動車改造の助成を実施して、交通手段の確保を
支援します。

障害者地域支援室 B

就労等に伴い、自動車運転免許取得及び自動車改造を行う場
合に必要な費用の一部を助成しています。
免許取得費申請者数：R５：３人、R６上半期：１人
改造費申請者数：R５：１人、R６上半期：２人

3

防犯交通安全課 B

令和５年度
・区会回覧　：11回回覧
・広報つくば：  9回掲載

令和６年度（９月末時点）
・区会回覧　：5回回覧
・広報つくば：3回掲載

区会回覧、広報紙等を活用して、いばらきポリスへのアプリ
加入、自動車盗難、ニセ電話、住宅侵入窃盗等の防犯に関す
る啓発・広報活動を行いました。今後も引き続き、これらの
媒体を活用し、啓発・広報活動に努めていきます。

危機管理課 A

毎年５月に自主防災活動に関するパンフレットや自主防災活
動支援補助金の交付要項を全区会に配布し、自主防災組織の
立ち上げを促しているほか、市広報紙やかわら版に災害に関
する情報の入手方法等の記事を1１回掲載しました。出前講
座等については44件実施し、自宅の安全対策や備蓄等の防
災対策について啓発を行いました。

40 地域見守りネットワーク事業

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられるように、
地域住民による助けあい活動や支えあい活動を推進し、地域
住民が福祉関係者と協力、連携しながら見守りが必要な方に
対し地域で見守ることのできる仕組みづくりを進めます。

社会福祉協議会 B

ふれあい相談員数は、目標（1５0名）に達しなかったもの
の、地域の様々な方の理解と協力により1１７名（目標達成
率7８％）となっています。見守り登録者が死亡、施設入所
等により3０6名となりましたが、新規登録者が3３名増えて
いる状況です。ふれあい相談員と民生委員との顔合わせを兼
ねた懇談会を持つことで、地域の状況について共有しなが
ら、連携しながら取り組んでいる地域も増えつつあります。

41 避難行動要支援者への支援

避難において支援が必要な障害者の状況を把握するため、避
難行動要支援者名簿を作成し、避難支援関係者に提供すると
ともに、避難支援個別計画の作成を依頼し、災害時における
地域の支援を推進します。

社会福祉課 B

令和６年９月末日時点において避難行動要支援者2,974
名のうち警察、消防、民生委員、自主防災組織等の支援
者への名簿情報提供に同意したのは1,213名、そのうち個
別避難計画書作成済は1,082名で作成率は89.2%でした。
作成率は、令和4年度末で80.6%、令和5年度末で88%と上
昇しています。
今後は、計画未作成の方に計画作成の案内を送付するととも
に市職員の訪問等により作成率のさらなる向上に取り組んで
いきます。

42 福祉避難所の受入れ体制の構築

指定避難所で過ごすことが困難な人のために、災害時に福祉
避難所として開設が可能な福祉施設等と避難行動要支援者の
受入れに関する協定を締結するなど、緊急時の受入れ体制を
構築します。

社会福祉課 B

令和６年９月末時点における福祉避難所の指定状況は、29
か所であり、その内2８か所については民間施設と福祉避難
所としての協定を締結し、緊急時の受入体制を構築しまし
た。

43 障害特性に応じた災害時支援

障害者が普段から自助の力を高めるとともに、支援をする人
にも特性や困りごとの理解や適切な対応方法を理解してもら
うよう、障害者と支援を行う人のための防災ガイドブックの
周知に努めます。

障害者地域支援室 B

市ホームページおよび障害者福祉ガイドブックへに掲載する
とともに、防災に関するイベントでの市民への配布や就学学
習会での発達が気になる児の保護者や支援者への配布をとお
して防災ガイドブックの周知を行っています。

44
医療的ケアが必要な人への災害
対応の支援

日常生活で電源を必要とする医療的ケアが必要な人に対し、
避難支援個別計画作成の支援を行い、災害時に備えるため作
成したガイドブックの周知に努めます。

障害福祉課 B

毎年1回、市で把握している医療的ケア児に、ガイドブック
周知のための個人通知を送付しています。また、希望の方へ
は家庭訪問等で個別にガイドブックの利用方法の説明を行っ
ています。

45 防災訓練プログラムの導入
地域住民と連携した防災訓練や防災訓練プログラムの体験の
機会を設けていきます。

社会福祉協議会 C
住民と連携した防災訓練等の実施はありませんが、職員のみ
で行う災害ボランティアセンター設置訓練は継続していま
す。

46 福祉体験教室
従来の福祉教育プログラムに加えて、防災訓練プログラムを
導入し、体験を通して学びの機会を提供します。

社会福祉協議会 B
福祉体験教室のメニューに災害時の対応を学ぶメニューを加
え、依頼に応じて実施しています。

47 消費者被害等の未然防止
市民全体が正しい認識を持ち、地域でも支えられるようにす
るため、消費者教育を推進し、注意喚起情報の提供に努めま
す。

消費生活センター B

消費生活出前講座を実施し、令和５年度は25件、参加者
1,120名、令和６年度は7件、163名の参加となっていま
す。その他広報つくば、ホームページへの注意喚起情報の掲
載、区会回覧、パネル展、街頭啓発（まつりつくば、スー
パー店頭でのチラシ配布等）により啓発活動を実施していま
す。消費者被害やトラブル防止を推進すべく、引き続き最新
情報等の発信、周知に努めていきます。

48 消費者トラブルの相談
消費者トラブルに遭ってしまった場合の相談業務の充実とと
もに、普及啓発に努めます。

消費生活センター B

消費生活相談は、令和５年度は1,511件、令和６年度は
719件となっています。消費者トラブル等に適切かつ迅速に
対応するため、相談員が最新の情報や知識を習得できる研修
機会を確保し、質の高いサービスの提供に努めています。ま
た、消費生活センター案内チラシを作成し、市役所等の窓口
や啓発イベント時に配布して周知しています。

3-2 消費者被害等の未然防止

39
市民等に対し、防犯・防災に関するパンフレット等の回覧・
配布により、防犯・防災に関する知識の普及を図ります。

防犯・防災に関する啓発・広報

安全・安心な暮らしの確保

3-1 防犯・防災体制の充実
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4

障害者地域支援室 B
必要に応じて事業者に、適切な利用ができるよう情報提供を
行っています。
R5実績：2名

地域包括支援課 B

親族がいない場合や親族による申立てが見込めない方に対し
て成年後見制度市長申立てを行うとともに、成年後見制度を
利用する被後見人等で資力が少ない者等に対して報酬等を助
成することで、適切に成年後見制度を利用できるよう支援し
ました。
【令和５年度】
・市長申立て件数　４件　　・報酬助成　１件

社会福祉協議会 B

進捗状況は組織の期待や要求どおりに進んでいます。
　認知症、知的障害、精神障害のため、判断能力が不十分に
なった方などが、制度を活用することで、安心して日常生活
を送ることができるよう支援しました。尚、令和3年4月か
らつくば市成年後見制度利用促進基本計画によりつくば成年
後見センターが市内ネットワークの中核機関として活動して
います。
(1)実施体制…専門員3名（社会福祉士）
(2)実施内容…ア中核機関業務…利用支援（相談1,766
件）、講座・研修会の開催、広報活動、後見人支援、利用支
援会議（後見人等候補者受任調整）、市民後見人支援
イ法人後見人受任業務（13人）

障害者地域支援室 B

社会福祉協議会に設置されているつくば成年後見センターに
より、制度に関する相談や専門職や市民向けの講座を開催す
るなど周知啓発が実施されました。
社会福祉協議会では、平成30年10月から法人後見受任を開
始し、R６年9月末時点では14件受任、うち3件は後見終了
となっています。

地域包括支援課 B

成年後見制度を推進する中核機関として設置しているつくば
成年後見センター（つくば市社会福祉協議会委託）において
法人後見を実施し、支援を要する方の権利を擁護するととも
に講座等を開催し制度の普及啓発を行いました。

51 日常生活自立支援事業
認知症や知的・精神障害等で判断能力の不十分な方々に、福
祉サービスの利用手続きや日常的金銭管理、書類等の預かり
等を実施します。

社会福祉協議会 C

進捗状況は概ね組織の期待や要求どおりに進んでいます。
(1) 専門員7名（兼務5名）、生活支援員18名
(2)実績
ア福祉ｻｰﾋﾞｽ利用手続き及び日常的金銭管理の援助2,980回
イ利用料1,100円/時間（生活保護受給者免除）
ウ契約者数32名(認知症高齢者8名、知的障害者6名、精神障
害者18名)
(3) 書類預かりサービスの実施
ア利用料…500円/月（生活保護受給者免除）
イ契約者数…12名(認知症高齢者2名、知的障害者1名、精神
障害者9名)

52 障害者虐待防止事業

「つくば市障害者虐待防止センター」を設置し、24 時間
365 日体制で、障害者への虐待に関する通報の受理、障害
者の保護のための相談・指導及び助言を行うほか、障害者へ
の虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発を
行います。

障害者地域支援室 B

つくば市虐待防止ネットワーク運営委員会を開催したほか、
ガイドブックの配布やHPで障害者虐待防止の周知を行いま
した。
R5相談件数：24件　（うち1件は虐待案件）
R6上半期相談件数：14件　（うち1件虐待案件）

障害者地域支援室 B

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を、市
職員全員が閲覧・参照できるよう電子書庫において共有して
います。市民に対しては、市のホームページへの掲載やパン
フレットの設置等により普及啓発を行っています。

人事課 B

令和５年８月８日及び令和６年７月３日に課長補佐級研修に
おいて「障害者差別解消推進研修」を実施しました。今後も
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について正
しく理解するための研修機会の確保に努めていきます。

54 合理的配慮支援事業

障害者の社会参加の促進を図り、誰もが安心して暮らせる共
生のまちづくりを推進することを目的として、事業者や住民
自治組織が、コミュニケーションボードの作成・物品の購
入・工事の施工を行った場合に補助金を交付します。

障害者地域支援室 B

市広報、市ホームページで周知しているほか、つくば商工会
の会報や商業者等にチラシを配布するなどして周知広報を実
施しています。
H30～R４：９件、R５：５件、R6..9月末：２件

55 選挙等における配慮の充実
選挙等において、障害者が円滑に投票できるよう必要な配慮
を行います。

選挙管理委員会事務局 C 各投票所へ、座っても投票できるよう椅子を設置しました。

5

56
障害福祉サービス提供体制の充
実

相談支援事業所と連携し、利用者が適切なサービスを受ける
ことができるように、障害者の個々のニーズ、社会的資源を
的確に把握するとともに、社会的資源の整備・促進と質の向
上を図ります。

障害福祉課 B

相談支援事業所が福祉サービスの利用者に対して適切なサー
ビスを提案できるよう、市内に新規事業所の設置があった際
や、近隣市町村等の事業所から情報の提供があった際に、市
内の相談支援事業所に情報の提供を行っています。

57 地域生活支援事業の充実

相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、
移動支援事業、地域活動支援センター事業の円滑な実施に努
めるとともに、利用者のニーズに即したサービスの充実を検
討していきます。

障害福祉課 B
既存の事業を円滑に実施してきたほか、令和６年度から、日
常生活用具の給付についてニーズに応じた見直しを行い、給
付品目の拡大や基準額の変更を行いました。

58 福祉支援センターの充実
福祉支援センターにおいて、障害者の日常生活動作等の機能
訓練や社会適応訓練等の充実を図ります。

障害者地域支援室 B
社会福祉法人等への事業委託により、支援のノウハウを活用
すると共に、定期的に専門職を派遣して支援を継続していま
す。

49

4-2 障害者虐待防止のための体制の充実・強化

地域生活の充実

5-1 日常生活支援の充実

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、
職員に対しては、適切に対応するために必要な研修を行い、
市民に対しては、市のホームページ等にて普及啓発に取り組
みます。

障害者差別解消法の主旨の普及
啓発

53

差別の禁止4-3

権利擁護の推進

4-1 成年後見制度と日常生活自立支援事業の充実

法人後見を実施することで、判断能力に支援を要する方の権
利を擁護するとともに、住み慣れた地域において安心して暮
らし続けられるよう支援します。併せて、制度の普及啓発、
市民後見人の養成、後見監督人の受任等を行います。

成年後見制度推進事業50

成年後見制度の利用支援を目的に、審判請求費用や成年後見
人等に対する報酬を助成します。また、身寄りがないなど後
見等開始の審判請求を行う人がいない障害者等を対象に、市
長が審判開始の申立てを行います。

成年後見制度利用支援事業
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59 短期入所事業等への参入の促進

既存の障害福祉サービス事業者に対し、障害児等に対する短
期入所事業や生活介護事業、日中一時支援事業への参入を働
きかけます。また、新たに居住系の福祉サービスを開始する
事業所に対しても短期入所等への参入を働きかけていきま
す。さらに、県と連携を図り、円滑に事業所指定の手続きが
進むよう支援し、新規参入しやすい環境づくりに努めていき
ます。

障害福祉課 B

既存の障害福祉サービス事業所と協議の場を設け、短期入所
事業や生活介護事業、日中一時支援事業に参入する場合の課
題等について話し合っています。
また、新規参入を検討している事業所と事前協議の場を設
け、相談等を受け付けています。令和6年度上半期は3事業
所と事前協議を実施しました。

60
グループホーム事業の充実と利
用促進

共同生活援助（グループホーム）の新規開設や施設整備につ
いて、関係機関と連携して支援していきます。また、開設後
は、相談支援事業所を通じて、利用希望者に積極的に情報を
提供することで、利用を促進していきます。

障害福祉課 B

共同生活援助の新規開設や施設整備を検討している事業者に
対して、補助金や貸付金の案内を行っています。
令和６年度は２事業所が補助金、１事業所が貸付金の申請を
しました。
事業所が新規に開設した際には、市内の相談支援事業所に情
報を提供し、利用を促進しています。

61 施設情報の提供

利用者一人ひとりに合った福祉サービスの利用を目指し、事
業所ガイドブックを作成・更新して、新規参入事業所や既存
事業所の特色ある事業などの情報を利用者に迅速に提供して
いきます。

障害福祉課 B

市内及び近隣市町村の各事業所から情報を収集し、令和６年
度版の各種障害福祉サービス事業所一覧と就労系障害福祉
サービス事業所ガイドブック、障害児通所支援事業所ガイド
ブックを作成・配布しています。

62
日中活動系サービスや居住系
サービス事業への参入促進

各種の障害福祉サービス事業への新規参入を促進するため、
県と連携を図り、円滑に事業者指定の手続きが進むよう支援
していきます。

障害福祉課 B
新規で障害福祉サービス事業への参入を考えている事業者と
事前協議を実施し、申請に向けた相談等を受け付けていま
す。

障害福祉課 B
車いすが常時貸出できるよう整備を行っており、10台完備
しています。また、当課規定が条件に合わない方に対して社
会福祉協議会の貸出事業を案内しています。

社会福祉協議会 B
ホームページにて事業案内を掲載し、けがや病気等、事情に
より一時的に車いすを必要とする方の他、通院や旅行等の外
出支援のため利用に対して、無料で貸し出しを行いました。

64 宅配食事サービス事業
配食サービスを活用しながら、心身の障害等の理由で調理や
買物が困難な高齢者の安否確認や健康保持を図っていきま
す。

高齢福祉課 B

食事を調理することが困難なひとり暮らし高齢者や高齢者世
帯に対し、栄養計算された高齢者向けの弁当を委託業者が調
理・宅配することにより、利用者の健康維持・安否確認を実
現しています。
各年度末時点利用者数（H30：119、R1：145、R2：
140、R3：162、R4：125、R5：110）
安否確認事業であることを理解していただき、引き続き事業
を実施していきます。

65 難病患者への支援

難病患者の支援については、保健所との連携を含め、関係機
関と協力し進めていきます。また、手帳取得対象外の難病患
者で制度に該当する方には、障害福祉サービスによる支援を
行っていきます。経済的支援としては、難病患者福祉金を支
給します。

障害福祉課 B

毎年4月、保健所に対し難病福祉金周知文の配布を依頼して
おり、対象となる方への周知を図っています。また、補装具
や日常生活用具の対象となる方の相談に応じ、医師意見書の
内容に沿って車いすや電気式たん吸引器などの給付を行って
います。

医療年金課 B
法定受託事務である障害基礎年金の請求は、受付及び内容確
認後速やかに土浦年金事務所(日本年金機構)へ回送していま
す。

障害福祉課 B

特別児童扶養手当や特別障害者手当等の各種手当について、
障害者手帳交付時に対象となる方に対して説明を行い、申請
を促しました。（障害基礎年金については担当部署の電話番
号を紙媒体で配布し、別途相談するよう案内しています。）

67 水道料金の減免
障害者の日常生活支援のため、使用者からの申請により規程
に基づく水道料金の一部減免を行います。

上下水道業務課 B

障害を理由とした水道料金減免概算適用者数は、令和５年度
は2,361名、令和６年度は2,402名と増加傾向にあります。
今後も福祉を必要とする方が制度を利用できるよう周知に努
めていきます。

68 全庁的な連携体制の強化
障害福祉に携わる関係各課の連携を推進し連携体制の強化を
図ります。

障害福祉課 B
必要に応じて関係各課との協議を行い、全庁的な連携を図っ
ています。

69
福祉に関する職員研修の計画的
実施

福祉に関する職員研修を計画的に実施し、市民の福祉の増進
を基本として、市民の立場に立って考え、行動する職員を目
指します。

人事課 B

令和５年９月20日及び令和６年９月20日に新規採用職員等
を対象に、市民の視点に立った円滑なサービスの提供を目的
として日常の身の回りに存在する障害を自ら体験する「ユニ
バーサルデザイン研修」を実施しました。今後も筑波技術大
学と連携しながら、継続的な実施に努めていきます。

70 発達相談

障害福祉課の臨床心理士を中心に、発達の気になる児童の保
護者等から相談を受け、早期に適切な支援をしていくことに
より、児童の発達を促し、保護者の育児を支援します。ま
た、関係機関との連携を図ります。

障害福祉課 B

子育て総合支援センター、保健センターを中心に、令和5年度は延
べ418件、令和６年度上半期は延べ183件の発達相談を行いまし
た。その中で、必要に応じて保健センター、こども未来センター、
特別支援教育推進室等との連携を行ったり、医療機関や障害福祉
サービス等の利用に繋げています。

71 のびのび子育て教室

母子健診の事後フォローの親子教室として、集団遊びを通し
て幼児の発達を促し、また母親が幼児との関わり方について
学ぶことができるよう育児支援に努め、療育が必要だと判断
された場合は、必要な社会資源（療育等）につなげていきま
す。

こども未来センター B

・障害福祉課臨床心理士が、必要なケースに対して療育や病
院リハビリへの利用支援を行っています。
・集団遊び、個別相談支援の実施
　児の延べ参加人数
　　　　　令和５年度　　　　　　　313人
　　　　　令和６年度４月～９月　　120人
　実施回数：年24回（２会場、各HC月２回実施）

１歳６か月健診事後フォロー教室として実施しています。

72 高次脳機能障害への支援の充実
高次脳機能障害普及事業の拠点機関である茨城県高次脳機能
障害支援センターや高次脳機能障害支援協力病院と連携を強
化して、支援を図ります。

障害者地域支援室 B
年間を通じ、個別事例について拠点機関の紹介や、市に対し
て情報提供や助言をいただくなど、継続した連携を図ってい
ます。

73
精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム推進事業

関係機関と連携し、その人の心や身体の状態に合った最も相
応しい在宅サービスの提供を行うため、関係者の連携による
精神科領域も含めた地域包括ケアシステムの充実に努めま
す。

障害者地域支援室 B

自立支援協議会のおとな部会において、精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムについて事例を交え協議を行いまし
た。今後は、支援がより充実したものになるよう、庁内でも
連携を進めていきます。

74 医療的ケア児の相談支援
医療的ケア児等が在宅生活を送る上で必要なサービスの紹介
や相談を受け、関係機関につなぐことで、安心して生活でき
るよう支援していきます。

障害福祉課 B

医療的ケア児とその家族に対して、転入や退院時には、必要
なサービス等の御案内をしたり、また関係機関との連携を支
援しています。令和５年度は延べ39件、令和６年度上半期
は延べ19件の相談を受けています。

5-2 保健・医療・福祉・教育の連携

障害基礎年金・心身障害者扶養共済事業・その他各種手当支
給事業等により、障害者(児)やその介護者に対し、経済的な
支援を行います。

障害基礎年金・各種手当等66

車いすが一時的に必要になった人などで既制度の利用ができ
ない人に対して、車いすが利用できるよう貸し出しを行いま
す。

車いす貸し出し事業63
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75
障害福祉制度についての相談対
応の充実

障害者相談支援事業者や関係機関等と連携しながら、利用者
の身体状況や生活環境に応じた適切なサービスが受けられる
よう体制を整備し、他部署とケース情報の共有を図ります。
また、利用者の障害特性等を鑑みて、ITやICT技術を活用し
た相談対応について検討を進めていきます。

障害者地域支援室 B
障害者地域支援室を中心に、障害者相談支援事業者や関係機
関と連携して相談対応を図っています。

76 女性のための相談室運営事業

女性に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントなどについ
て、必要な情報を提供するとともに、女性が主体的に思考・
行動できるよう相談・支援を行っていきます。
相談体制については、業務の効率化を図るとともに、相談事
例が複雑化・困難化してきているため、他機関との連携強化
をしていきます。

ダイバーシティ推進室 B

DVや人間関係など女性が抱える多様な問題に対し、電話相
談、一般相談、心と生き方相談、法律相談を電話や面談形式
で実施しました。さらに、令和6年度はより包括的な支援体
制を目指し、関係機関や庁内の関係各課との連携を強化しま
した。
令和5年度203回実施、相談件数延べ523件
令和6年度9月末現在、108回実施、相談件数延べ336件

77 家庭児童相談業務の充実

要保護児童対策地域協議会において、児童相談所、教育局、
保健所等の関係機関と個々のケースに応じて適切な役割分担
をし、綿密な連携を図ることにより、育児不安、虐待、発
達、ヤングケアラー等の家庭児童相談業務を充実させます。

こども未来センター B

・関係機関と会議等を通して、役割分担の明確化及び情報共
有を密に図りました。
【令和５年度実績】
〇虐待防止ネットワーク運営委員会：１回（定期開催）
〇要対協実務者会議：3回（定期開催）
〇要対協個別ケース検討会議：33回（必要に応じて開催）

障害福祉課 B

子育て総合支援センター、保健センターを中心に、令和5年
度は延べ418件、令和６年度上半期は延べ183件の発達相
談を行いました。その中で、関わりに工夫が必要な児童に対
する対応の提案や、必要に応じて医療機関・障害福祉サービ
ス等の利用に繋げています。

こども未来センター B

・臨床心理士等による発達相談を実施しました。
【実績】令和5年度　　　　183人(延)
　　　　令和6年４～９月　84人(延)
　　　　(内、のびのび子育て教室参加者　３人)
・保護者の困り感や児の発達についての相談業務を行いまし
た。

79 こころの健康相談事業

「こころの問題」で悩んでいる人に対し、適切な指導を行
い、精神的健康状態が維持・増進できるよう体制づくりに努
めます。また、相談事業の周知を強化し、必要時、他機関と
の連携を充実していきます。

健康増進課 B

相談内容により、他機関への情報提供、関係機関や庁舎関係
課との連携を行い、適切な支援につなぎました。
R5　こころの健康相談を12回（月1回）実施。（延べ16
人）
精神保健相談（延べ394人）を実施。
R6.9月現在　こころの健康相談を6回（月1回）実施（延べ
8人）。精神保健相談（延べ160人）を実施。

80
在住外国人への情報提供や相談
窓口の周知強化

外国語広報紙の発行やホームページ等での情報発信のほか、
障害のある外国人も言語に関わらず適切に相談することがで
きるよう、外国人相談窓口の周知強化を図るとともに、担当
課と連携を図りながら対応します。

国際都市推進課 C

外国人相談窓口において障害のある外国人からの相談につい
ては、関係各課と連携しながら対応に当たっています。
なお、外国語広報紙やホームページ等での情報発信について
は、障害に関する掲載依頼等がなかったことから、発信実績
はありません。

81 地域生活支援拠点等の整備
障害者等の地域での暮らしや自立を希望する人への支援を推
進するため、相談、緊急時の対応、体験の場としての機能等
を備えた地域生活拠点等の整備を進めていきます。

障害者地域支援室 B

令和6年9月末現在、地域生活支援拠点等登録事業所は12事
業所、利用事前登録申請者は5名となっています。基幹相談
支援センターを中心に、市内障害者相談支援事業所と協力し
て、親亡き後の心配などについて相談を受けた場合は、地域
生活支援拠点等の枠組みを案内し利用を勧めています。

地域包括支援課 B

地域包括支援センター定例会での意見交換会等をとおして障
害福祉課及び関係機関等との連携体制の強化を図ってます。
また、必要に応じて庁内部署間でケース検討を行い、連携し
た対応を実施しました。

障害者地域支援室 B

地域包括支援課、こども未来課、社会福祉課や保健センター
など庁内の相談対応部署との連絡調整のほか、外部の相談支
援機関と適切なケース情報の共有を行い、複雑化・複合化し
た事例にも対応しています。

83 児童発達支援センターの整備

発達に課題のある又は障害のある子どもや家族への支援を行
う療育拠点として、児童発達支援センターの整備を進め、障
害児を支援する機関との連携づくりや援助、助言などの地域
支援を行います。

障害福祉課 B

筑波大学のPFI事業が取り消しになったことから、整備場所
やスケジュールを検討し、新たに春日庁舎を改修し整備する
計画とし、令和６～７年度に設計業務、令和８年度に改修工
事、令和９年度に開設する予定で協議を進めています。

84
つくば市介護職員就労スタート
アップフォロー給付金

つくば市内の介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事
業所に新規で勤務を開始した方又は長期離職から復帰した方
に対し、一定の条件を満たした場合に給付金を交付します。

高齢福祉課 B

令和5年度は52名に給付金を交付しました。
計画どおり事業を推進しているためB評価としています。
つくば市ホームページや広報紙への掲載、介護保険サービス
事業所や障害福祉サービス事業所への連絡を通して事業の周
知を充実させ、より一層、担い手の育成と確保に努めていき
ます。

85
つくば市介護職員キャリアアッ
プ費用給付金

つくば市内の介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事
業所に勤務している方で、介護職員初任者研修または実務者
研修を修了した方に対し、一定の条件を満たした場合に給付
金を交付します。

高齢福祉課 B

令和5年度は２名に給付金を交付しました。
計画どおり事業を推進しているためB評価としています。
つくば市ホームページや広報紙への掲載、介護保険サービス
事業所や障害福祉サービス事業所への連絡を通して事業の周
知を充実させ、より一層、担い手の育成と確保に努めていま
す。

86
事例検討や研修を通した人材育
成

福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所連絡会を開催
し、研修や事例検討を実施するなど、人材育成に取り組みま
す。

障害福祉課 B
令和６年度に実施された報酬改定に伴い、４月に市内の事業
所を集めた説明会を実施しました。また、人材育成のため、
12月には虐待に関する動画研修を行う予定です。

87
コミュニケーション支援サービ
スの充実

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進
法を踏まえた条例を制定し、情報取得や利用、意思疎通に係
る施策を推進します。聴覚・言語機能・音声機能障害のため
意思疎通を図ることに支障がある人に対し、手話通訳者等の
派遣、支援のための各種奉仕員養成講座の実施等を行いコ
ミュニケーション支援サービスの充実を図ります。

障害者地域支援室 B

条例の策定については、障害者団体等にヒアリングを行い、
意見交換の場を設けました。
また、聴覚障害者等に対して、手話通訳者及び要約筆記者の
派遣のほか、点訳奉仕員や手話奉仕員などの各種奉仕員養成
講座を実施しています。受講修了後に、ボランティアサーク
ルでの活動を案内し、多くの方が情報取得や意思疎通の促進
に係る活動を行っています。

5-4 総合拠点・地域拠点の整備

5-6 コミュニケーション手段の確保と情報利用の円滑化

障害福祉課と地域包括支援課等の庁内部署、及び関係機関の
相談を受ける担当者同士の連絡・連携を密にします。庁内部
署間ではケース情報の共有に取り組み、適切な部署で相談に
対応できる体制を整備します。

相談対応部署間の連携強化82

5-5 福祉人材の確保と育成

5-3 相談支援体制の充実・強化

78

発達相談を実施することで、発達に課題のある児童を早期に
発見して、適切な指導及び支援サービスにつなぎ、児童の発
達を促すとともに、保護者の育児支援を実施し、相談業務が
円滑に実施できるよう努めます。

発達相談
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88
障害福祉サービス事業所情報の
収集と迅速な情報提供

障害福祉サービス事業所とネットワークを密にすることで、
事業所利用に関する情報の収集に努め、迅速・適切な情報提
供を行います。

障害福祉課 B

市内及び近隣市町村の各事業所と電子メール等で連絡を取り
合える体制を整え、情報を収集・共有しており、市民や相談
支援員等から相談を受けた際に、必要に応じて情報提供を
行っています。

89 視覚障害者等の読書環境整備
小説などの録音資料（CD）、大きな活字の本、点訳ボラン
ティアの活動により作成した点字絵本を備えていきます。

中央図書館 A

小説などの録音資料（CD）467点、大きな活字の本2745
冊、点字絵本269冊を所蔵しています。特別な配慮を必要と
する子どもたちのために、やさしく読めるLLブックや子ども
向けの大きな活字の本等が並んでいる「りんごの棚」を設置
しました。また、電子書籍3879点を所蔵し、アクセシブル
な書籍・電子書籍の量的拡充や質の向上を図りました。

90 聴覚障害者等の緊急通報

119番FAXと緊急通報システムNET119は、聴覚や発話に
障害があり、音声での緊急通報が困難な人を対象とした通報
システムです。119番FAX 登録者に対しては、毎年通報訓
練を実施、適正なシステム運用を図っています。申請受付・
相談窓口を開設しており、聴覚や発話に障害がある人がス
ムーズに緊急通報できるよう、今後も市民への広報に努めて
いきます。

消防指令課 B

　申請受付、相談窓口では手話通訳者を介し、円滑にシステ
ムへの登録、相談を随時実施しています。NET119の登録
時にはパンフレットを用い、視覚的にも把握しやすい配慮も
行っています。
　毎年FAX119システム加入者へ通報訓練の実施を行って
おり、必要時に円滑な通報を行えるように努めています。

91
市役所窓口におけるコミュニ
ケーション支援の充実

開庁日に手話通訳者を設置し、各窓口で手話対応を行いま
す。
磁気コイル付補聴器をお持ちの方が利用可能な磁気ループシ
ステムを、障害福祉課窓口に設置しています。
筆談ボードを障害福祉課窓口に設置し、筆談対応を行いま
す。

障害者地域支援室 B

庁内に手話通訳者を設置し、聴覚に障害のある方に対して、
窓口職員との意思疎通の支援を図っています。また、令和４
年度からは、庁舎にいる手話通訳者が、遠隔で手話通訳サー
ビスも提供できるよう、通信端末等を整備しています。
●窓口設置事業延べ利用者数
R５：1,623人　R６.9月末：848人

6

92 健康管理システムの活用

新健康情報管理システムを導入し、各窓口（健康増進課・保
健センター・いきいきプラザ）間で健診や予防接種等、市民
の健康情報を共有化し、統一された保健サービスの提供を
図っていきます。

健康増進課 B

・成人健診・母子保健・予防接種等、市民の健康情報をWeb
システムで共有、情報の一元化・指導方法の統一化・窓口で
の即時対応を実施しています。
・年に1度システムの見直しを行い、改修を実施していま
す。

93 健康体操教室
若い世代からの生活習慣病予防・介護予防に取り組み、全市
民を対象に、高齢になっても障害を持っていても、住み慣れ
た地域で、健康でいきいきした生活を送れるようにします。

健康増進課 C

ホームページや区会回覧、企画教室や企業連携教室などで健
康体操教室の周知を行い、令和5年度は年間で10団体、令和
6年度は9月末で３団体申込がありました。参加延人数は、
令和5年度は8,524人、令和6年度は9月末で3,745人で
す。参加延べ人数は目標値に至っていませんが、積極的に活
動し、成果も出ていることから、Ｃ評価としています。

健康増進課 C

集団健診では特定健診・後期高齢者健診・各種がん検診の受
診勧奨を行い双方の受診率向上を図りました。体の不自由な
方に対し、階段のない健診会場の案内や個々の状況に沿った
検診の受診案内を行いました。また、検査数値の高い方へ受
診勧奨や特定保健指導対象者へ生活習慣改善指導を行いまし
た。令和6年度も同様の事業を実施しています。

国民健康保険課 B

特定健診の受診勧奨通知を集団健診予約開始前（１月・7
月）に、未受診の40代、50代に対してはさらに11月に送
付しました（R6も11月に実施予定）。８月には、電話によ
る受診勧奨も実施しました。
令和５年度特定健診受診率は、34.8％（R6.9.27時点暫定
値）と、前年度から1.5ポイント増加しました。
　また、生活習慣改善のため、特定健診データを基にして対
象者へ特定保健指導を実施しています。糖尿病重症化予防に
ついても、レセプトから対象者を抽出し保健指導を継続実施
しています。
特定健診受診率のさらなる向上のため、勧奨を継続して実施
していきます。

医療年金課 B

健診受診券の送付以外に春・秋の集団健診のお知らせハガキ
を送付することで後期高齢者健診の受診勧奨を行い受診率向
上を図りました。体の不自由な方に対し、階段のない健診会
場の案内や、かかりつけ医がある場合は医療機関健診も受け
られる等、個々の状況に沿った検診の受診案内を行いまし
た。令和6年度も同様の事業を実施しています。

95
あかちゃん訪問（乳児家庭全戸
訪問事業）

新生児・乳児期に家庭を訪問することにより、異常を早期に
発見し、適切な治療等に結びつけます。また、子育て支援に
関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や療育環
境の把握及び助言を行い、支援の必要な家庭に対しては適切
なサービスが提供できるよう、関係課と連携を図っていきま
す。

こども未来センター B

・あかちゃん訪問は、令和5年度実施数2,281人で実施率
99.2％、そのうち94％は月齢２ヶ月までに実施していま
す。
・訪問後、必要に応じて電話や再訪問等の事後フォローを実
施しました（実447人、約19.6％）。
・支援の必要な家庭に対して適切なサービスを提供するた
め、医療機関や他市町村、関係課（こども政策課、幼児保育
課等）と連携を図りました。
令和６年訪問実施数は1,073人（９月末日時点）。

96 １歳６か月健康診査

専門職の問診指導、相談等により１歳６か月児の心身の発育
や発達の遅れ、疾病等を早期に発見するとともに、育児方法
や食生活など適切な指導を行い、保護者が安心して楽しく育
児ができるよう、母子健診の充実に努めます。

こども未来センター B

令和５年度の１歳６か月健診受診者は2,393名（他市町村受
診者２名除く）で、心身の事後フォローとなった者492名で
す。専門職による電話フォローやのびのび子育て教室、すこ
やか相談等のサービスにつないでいます。引き続き、疾病等
の早期発見と保護者が安心して育児ができるよう母子健診の
充実に努めていきます。

97 ３歳健康診査

専門職の問診指導、相談等により３歳児の心身の発育や発達
の遅れ、疾病等を早期に発見し必要に応じて発達相談や療育
等のサービスにつなげます。また、育児方法や食生活など適
切な指導を行い、保護者が安心して楽しく育児ができるよ
う、母子健診の充実に努めます。

こども未来センター B

令和５年度の３歳健診受診者は、2,498名で、心身の事後
フォローとなった者443名です。専門職による電話フォロー
や発達相談等のサービスにつないでいます。引き続き、疾病
等の早期発見と保護者が安心して育児ができるよう母子健診
の充実に努めていきます。

6-2 早期発見体制の充実

94 成人健診事業

集団健診（特定健診・後期高齢者健診・各種がん検診）及び
医療機関健診など、健康保持の場を提供するとともに、障害
者への健診案内や実施における配慮を行います。さらに、健
診結果をもとに生活習慣の改善ができるよう特定保健指導や
重症化予防を行います。

保健・医療体制の充実

6-1 健康づくりの支援
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98 すこやか健康相談

乳幼児を持つ保護者等を対象に、成長発達全般・生活習慣・
栄養等の相談・助言及び情報提供を行います。不安を軽減
し、安心して育児ができるよう努めることで乳幼児の健やか
な成長を支援します。また、支援の必要な家庭に対しては、
適切なサービスを提供できるよう関係者・他課及び関係機関
との連携を図っていきます。

こども未来センター B

・保健師および管理栄養士が個別相談を実施
・各保健センター（月1回）及び市役所（1回/2か月）で実
施
・相談内容としては、乳児の離乳食に関する内容が最多
・実績値
　【令和5年度】相談者数：延べ1,754人、実施回数：137
回
　【令和6年度（9月末時点）】相談者数：延べ1,080人、実施回
数：69回

99 出前健康講座（こども編）

乳幼児を持つ保護者や育児支援者に対し、子どもの健康や栄
養指導、歯科指導等について出前講座を実施し、地域に根ざ
した育児支援を展開するとともに、子育ての不安軽減に努め
ます。

こども未来センター B

・R5年度443人、R６年度9月末時点で295人へ出前講座
を行いました。
・R6参加者内訳：父母142名、乳児85名、幼児66名、学
童1名。その他祖母等1名。
・子どもの参加者数は1回あたり平均9.5人
・個別相談件数は81件
・講座はトイレトレーニング5件、離乳食6件、むし歯予防2
件、幼児食1件、熱中症予防1件、しつけの基本１件を実施
し、子育ての情報を提供しました。

100
市長同意による医療保護入院事
務

医療機関から医療保護入院に関する依頼があったものについ
て、医療保護入院手続きを速やかに実施します。

健康増進課 B

市長同意による医療保護入院の手続きについては、医療機関
へ速やかに依頼書を送付し手続きを実施しました。（R5市
長同意入院件数：7件、解除：8件, 　R6.9月現在市長同意
入院件数：5件、解除：2件）

101 連携による在宅支援体制の充実

地域移行支援事業・地域定着支援事業の促進を図り精神障害
者等の社会参加を促します。さらに地域において社会福祉施
設等との連携を図り、在宅における支援体制の充実に努めま
す。

障害福祉課 B
令和６年度上半期は、延べ８名に地域移行支援事業を、延べ
６名に地域定着支援事業を提供しました。

102 健康増進計画推進事業

健康づくり推進協議会を年に2回開催し、協議会からの意見
を計画内容に反映させていくとともに、第５期健康増進計画
「健康つくば21」の策定に向けて、準備を進めます。毎年
度末、各分野から提出される進捗管理表を参考に、PDCA
サイクルマネジメントに基づいて計画全体の評価をしていき
ます。

健康増進課 B

・健康づくり推進協議会を年に2回程度開催し、つくば市の
健康づくり推進事業について協議しました。
・年度末には進捗管理、計画評価を行い、上記協議会での委
員の意見について、活動計画に反映しました。
・令和６年度は市民委員（４名）を公募し、新たな委員1３
名に委嘱を行いました。
・令和5年度の中間評価を経て、令和6年度は、第４期つく
ば市健康増進計画の最終評価及び第５期計画策定のため、約
6,500名の市民を対象にアンケート調査を実施しました。

103 医療福祉費支給制度
医療福祉費支給制度（小児・重度心身障害者等）について、
県及び市制度に基づき実施していきます。また、制度の見直
しについて県の動向を勘案しながら検討していきます。

医療年金課 B

対象者の保険適用となる医療費の一部を助成しています。ま
た、令和６年４月１日から県の制度拡充に合わせて市の条例
改正等を行い、重度心身障害者等医療福祉制度の対象者の拡
大を行いました。

104
障害児受入れ医療機関等への支
援

市内医療機関等に対し、医療ケアが必要な障害児に対する短
期入所事業所や日中一時支援事業所の設置を働きかけ、必要
に応じ県と連携を図り、円滑に事業所指定の手続きが進むよ
う医療機関等を支援していきます。

障害福祉課 B
他市町村の取組みについて調査を行うとともに、茨城県に対
して、事業所に対する補助制度について要望しています。

105 感染症対策事業

新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、感染症の発生
予防と感染拡大防止のための体制を整え、感染症発生の各段
階に応じた対策を実施します。また、感染症に関する情報・
知識を啓発し、感染症の予防に努めます。

予防接種・感染症対策
室

B

新型インフルエンザ等感染症対策行動計画に基づき、感染症
危機に対する平時の備えとして、職員を対象に令和６年度新
型インフルエンザ等対策講習会を実施しました。昨年度は新
型インフルエンザ等対策本部健康危機管理部各課の係長級以
上の職員を対象に行いましたが、感染対策について広く周知
するため、今年度は全庁的に実施しました。（参加者　R5
年度：38名　R6年度：62名）

7

106
障害児の総合的な支援体制の整
備

障害児が、地域の中で適切な治療・保育・教育が受けられる
よう、市の機関に配置されている専門職と連携して、総合的
な支援体制の整備を図ります。

障害福祉課 B

福祉支援センターの児童発達支援事業を利用している児童が
所属している保育所や幼稚園に、福祉支援センターの保育士
等が出向き、子どもの状況や支援方法について情報共有し、
支援の充実を図っています。（令和5年度：延べ177回、令
和6年度上半期：延べ61回）

107 おもちゃライブラリー事業
「おもちゃライブラリー」の活動ＰＲを推進し、障害児のよ
り活発な利用を呼びかけていきます。

社会福祉協議会 B
通常のおもちゃライブラリーの他、おもちゃドクターによる
ミニイベント（工作/連発式ゴムでっぽう作り）を開催し、
活動ＰＲを行いました。

108 障害のある保護者への配慮
障害者が同居する低所得世帯等に対する認可保育所(園)の保
育料適正化を図ります。

幼児保育課 B
保育料は両親の市民税額の合計により決定いたします。障害
者手帳をお持ちの方がいる低所得世帯への負担軽減を実施し
ております。

109
ペアレントトレーニング・ペア
レントメンター

発達の気になる児童の保護者が児童への接し方を学ぶととも
に、他の保護者と一緒に学ぶことでストレスの軽減を図るペ
アレントトレーニングを行います。
発達障害のある子どもを持つ保護者に対し、同じような子育
て経験のある立場から共感的なサポートや地域資源の情報提
供を行う、ペアレントメンターの活動を支援します。

障害福祉課 B

ペアレントトレーニングについては、令和5年度は延べ44名
の参加がありました。また、ペアレントメンターについて
は、令和5年度は年2回計11名、令和6年度上半期は１回6
名の参加者が、メンターを交えて悩みの相談や情報交換を行
いました。

110
障害児の保育所の受入れ体制の
整備

公立保育所における加配保育士の配置や「保育所における医
療的ケア児受入ガイドライン」に沿った医療的ケア児及びそ
の家族に対する適切な支援、民間保育園における加配保育士
の人件費補助を行うことで、障害児の状況に応じた受入れ体
制の整備に努めます。
安全・安心な保育のため、各保育所の保育体制や環境等に十
分配慮しながら、保護者、保育所の双方との調整に努めま
す。

幼児保育課 B

【障害児受入れ】
　公立保育所では、加配職員を配置することで、22か所
209人（R6.4.1時点）の障害児受入れをしております。
　民間保育園等では、加配職員の人件費に対する補助金を給
付しており、47か所222人（R５実績）の障害児受入れへ
と繋がっております。
【医ケア児受入れ】
　看護師の人件費等に対する補助を活用し、保育施設におい
て３施設４人の医療的ケア児の受け入れをしました（R5実
績）。

111
療育の質の向上のための関係福
祉施設の連携の強化

児童発達支援事業や障害児保育等、地域における療育の質を
高めるため、通園施設が有する専門的な療育機能を地域療育
の場として利用できるよう、訪問指導や研修会の開催等を行
い、関係福祉施設との連携強化に努めます。

障害福祉課 B

市内保育所や幼稚園、子育て支援センター等の保育者や支援
者を対象にした研修会等で令和5年度に5回、令和6年度上半
期に4回、障害福祉課の専門職が講師を務め、関係機関との
連携強化や支援の質の向上に努めました。

112 障害児に配慮した施設の整備
障害児の入園・入学を関係部署と連携しながら事前に把握
し、速やかに段差解消、手摺り設置などの施設整備に努めて
いきます。

教育施設課 B
車いす児童在籍校において段差解消や多目的トイレの設置を
行うための設計業務が完了しました。

6-4 保健・医療体制の整備

教育・療育の充実

7-1 障害児への支援

6-3 精神医療体制の充実
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113 障害幼児教育の充実

障害のある幼児が幼稚園入園後に適切な支援が受けられるよ
う、教職員向けの研修会を実施するとともに必要に応じて巡
回相談を実施します。
障害児が安全に安心して幼稚園生活を送れるよう、教員の指
導補助を行う特別支援教育支援員を配置します。
本人、保護者が安心して就学を迎え一貫した支援が受けられ
るよう、一人ひとりの障害に応じ適切な就学相談を実施し、
学校への移行支援を行います。

特別支援教育推進室 B

幼稚園に向けての研修会は令和5年度1回、令和6年度（4月～9
月）１回実施しました。県立特別支援学校からの巡回相談は令和５
年度８回、令和６年度（４月～９月）11回で、幼稚園からの依頼
は増加傾向にあります。
幼稚園に年度当初配置した支援員は、令和５年度44人、令和６年
度46人です。
就学相談の人数は令和５年度278人、令和６年度（４月～９月）
213人です。安心して就学を迎えられるよう、引き続き適切な就学
相談を行います。

114 障害児支援体制の整備
児童発達支援センターの必要な機能である障害児相談支援、
保育所等訪問支援、児童発達支援事業を実施し、障害児支援
体制の充実を図ります。

障害福祉課 A

令和２年度から障害児相談支援事業、令和３年度から保育所
等訪問支援事業を開始し、福祉支援センターの児童発達支援
事業も継続して実施しています。令和５年10月から新たな
発達支援事業として早期支援クラスを開始し、延べ139名が
参加しました。（令和5年10月～令和６年9月）

115 障害児相談支援事業
障害児が障害児通所支援（児童発達支援や放課後等デイサー
ビス等）を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定
期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

障害福祉課 B
特定相談支援事業所の開設の相談があった際に、障害児相談
支援の同時開設を促し、事業所数の増加を図っています。令
和６年度は新たに３事業所が開設しています。

116 医療的ケア児の支援体制の整備

医療的ケアの必要な障害児が、必要とする支援を円滑に受け
ることができるように、医療的ケア児等コーディネーターを
配置し、支援を行う関係機関等との連絡・調整等を行い、連
携を図ります。

障害福祉課 B

医療的ケア児等相談窓口には、医療的ケア児等コーディネー
ターを2～３名配置しています。対象者の相談内容に応じ
て、適切な支援につながるよう、庁内外の関係機関と連携を
図っています。

117 巡回発達相談
保育所・保育園等を巡回し、発達の面で気になる子、関わり
の難しさを抱えている子の関わり方について、保育士に助言
を行います。

こども未来センター B

・公認心理師による巡回発達相談を実施。保護者から同意を
得た上で、保育施設にて保育士からの相談に対応しました。
また、保護者からの質問や子育て相談等を保育士を通して保
護者に回答、助言しました。
・実績
【令和５年度】施設数：40か所　対象児童人数：111人
【令和６年度】施設数：41か所（予定）

118 放課後児童健全育成事業の整備
放課後児童健全育成事業について、集団生活で配慮が必要な
児童については、状況を把握し、加配指導員を配置するなど
受入れ体制の整備に努めていきます。

こども育成課 B
配慮が必要な児童に対し、加配指導員を適正に配置し、受入
れを行っています。

119
全職員で取り組む特別支援教育
の充実

管理職及び特別支援教育コーディネーターを中心とした校内
支援体制の強化や校内委員会等の計画的・継続的実施につい
て、学校に助言を行います。
通常の学級におけるユニバーサルデザイン授業の推進ととも
に、特別支援学級担任や特別支援教育支援員との連携により
チームでの一貫した支援ができるよう学校に助言を行いま
す。

特別支援教育推進室 B

学校等の通常の学級担任対象の研修会については、令和5年
度2回、令和6年度（4月～9月）2回実施しています。
支援の必要な児童生徒が増加しているため、引き続き校内支
援体制の強化のために助言を行います。

120 特別支援学級の指導の充実
特別支援学級の障害種別に応じ、担当教員が専門性を持って
適切な指導ができるよう、大学や特別支援学校等の関係機関
との連携を図ります。

特別支援教育推進室 B

県立特別支援学校から小中学校・義務教育学校への巡回相談
は令和５年度38回、令和６年度（４月～９月）48回で、学
校等からの依頼は増加傾向にあります。引き続き大学や特別
支援学校等の関係機関との連携を図ります。

121
障害のある児童生徒の教育の充
実（14の再掲）

学校等の要請に応じ巡回相談を実施し、指導及び支援の方法
や支援体制について助言を行います。
県立特別支援学校と市内小中学校等との連携を図り、多様な
交流を実施します。併せて、通常の学級と特別支援学級の交
流及び共同学習を推進します。
障害のある児童生徒が安全に安心して学校生活を送れるよ
う、教員の指導補助を行う特別支援教育支援員を、必要に応
じ小中学校等に配置します。

特別支援教育推進室 B

小中学校・義務教育学校への巡回相談については、県立特別支援学
校から令和５年度38回、令和６年度（４月～９月）48回、特別支
援教育推進室からは令和5年度15回、令和６年度（４月～９月）７
回で、学校からの依頼は増加傾向にあります。
小中学校・義務教育学校に年度当初配置した支援員は、令和５年度
157人、令和６年度167人です。
学校等の実態を把握し、引き続き支援体制の整備に努めます。

122 教職員の資質の向上

小中学校・義務教育学校の教職員が「特別支援教育」や各障
害特性を正しく理解し、適切な指導・支援ができるよう、研
修の機会や対象者、内容を工夫して毎年度見直しを行い、研
修会を実施します。

特別支援教育推進室 B

研修会については、学校等の特別支援教育コーディネーター
対象令和5年度2回、令和6年度（4月～9月）2回、管理職
対象令和5年度2回、令和6年度（4月～9月）３回、通常の
学級担任対象令和5年度2回、令和6年度（4月～9月）2回
実施しています。また、読み書きに特化した研修を令和5年
度８回、令和6年度（4月～9月）2回実施しています。引き
続き適切な指導・支援ができるよう研修を実施します。

8

123 就労系福祉サービスの充実

就労系福祉サービスへの事業者の参入を促し、障害者に対し
て就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援などの福祉
サービスの利用を促進することで、障害者の就職と継続した
就労を支援します。

障害福祉課 B

就労系福祉サービス事業所は、令和５年度に６事業所、令和
６年度上半期に４事業所、市内に新たに開設されています。
また、令和５年度は120名、令和６年度上半期は123名が
新たに就労系福祉サービスの利用を開始しています。

124
公共職業安定所、障害者就業・
生活支援センター等の関係機関
との連携強化

障害者の就労環境の向上を図るため、公共職業安定所、障害
者就業・生活支援センター等の関係機関との連携強化を図り
ます。
「障害者福祉ガイドブック」等を活用した就労にかかわる相
談窓口の案内等を行います。
特別支援学校や障害者職業センターと連携し、職場実習等の
訓練指導を支援するとともに、障害者職業センターで実施し
ている職業準備支援等を活用し、就労希望のある方の職業的
自立の促進を図ります。

障害者地域支援室 B

公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターと連携し、
令和５年度は障害者就労支援機関と障害者雇用を希望する企
業との面談会の開催を進めています。また、就労系障害福祉
サービスガイドブックを活用し、就労の準備としての福祉
サービス利用の案内もしています。

125 就労面接会の実施
障害者の自立支援のため、就職の機会を増やすことを目的と
した面接会を実施します。

障害者地域支援室 B
令和５年度は、企業23社、就労支援事業所15か所参加によ
り、障害者雇用に関する情報交換を主とした交流会を開催し
ました。

126
雇用施策との連携による重度障
害者等就労支援特別事業

企業等に就労する重度障害者が雇用施策による補助金等を活
用してもなお就労に支障が残る場合や重度障害者が自営業等
として働く場合に通勤や職場等における支援を確保し、重度
障害者等の就労機会の拡大をサポートします。

障害福祉課 B
市ホームページ等を通して周知を図り、相談支援員と連携を
取りながら、必要な人が事業を利用できるよう努めており、
令和６年9月末時点で２名が本事業を利用しています。

127 つくば市雇用促進交付金
障害者の雇用促進と障害者に対する事業者の理解促進を図る
ため、障害者である市民を新たに雇用した事業者に交付金を
支給します。

産業振興課 D

雇用促進交付金（障害者一般型及び障害者学生アルバイト
型）を交付していますが、当該交付金の申請件数は伸びてお
らず、事業の廃止も含め見直しが必要な状況です。
【交付件数】
令和５年度：１件
令和６年度：０件

128
障害者就労施設等からの物品及
び役務の調達の推進

障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物
品及び役務の調達を推進し、障害者就労施設等で働く障害者
の自立の促進を図ります。

障害者地域支援室 B

庁内各部の優先調達での発注案件の掘り起こしに取組み、そ
のいくつかは新規調達につながっています。
令和5年度調達実績：7,588,038円
令和6年度上半期調達額：3,240,881円

就労に向けた支援

8-1 就労機会の充実

8-2 就労の場の確保

7-2 学校教育の充実
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129 福祉施設等の物品販売の充実
障害者地域支援室主催イベントや他の市主催イベントのほ
か、庁舎内店舗での販売など、各福祉施設等と連携を図り、
物品販売の充実に努めます。

障害者地域支援室 B
障害者地域支援室主催イベントや他の市主催イベントのほ
か、庁舎内店舗「融点」での販売など物品販売を行っていま
す。

9

130 社会参加への支援
障害者の社会参加を促進するため、障害福祉サービス及び地
域生活支援事業、その他のボランティア事業等の充実を図り
ます。

障害者地域支援室 B
これまで新型コロナウイルス感染症の影響により、社会参加
の機会は縮小していましたが、おひさまサンサン生き生きま
つり等市民が参加するイベント等を開催できました。

障害者地域支援室 B

県庁巡回展（令和６年5月）市役所展（令和７年２月予定）
を開催することで、本イベントの周知を図るとともに、市民
の障害に対する理解と認識を深めることに取組みました。ま
た、令和７年3月の開催に向けて、実行委員会を2回開催
し、協議を重ねています。

社会福祉協議会 B

障害者（児）等が制作した作品の展示等を通して生きがいを
高め、自立と社会参加を促進するとともに、市民の障害に対
する理解を深めることができました。
【舞台発表】
＜場所＞つくばカピオ
＜発表者＞10団体・124名
＜来場者＞650名
【作品展示】
＜場所＞茨城県つくば美術館・アルスホール
＜来場者＞2,024名
＜内容＞[出展者]38団体（731名）
合計723名
　　　　[作品数]367点

障害者地域支援室 B

 新型コロナウイルス感染症の影響のため５年振りの開催とな
りました。障害者と高齢者が一丸となり、イベントに参加す
ることで参加者相互の理解を深めることができました。
R5実績：計841人（高齢者：402人、障害者299人、来賓
16人、関係者124人）

高齢福祉課 C

新型コロナウイルス感染拡大があって以降、４年ぶりの開催
となりました。これまでの参加者数の目標値は2000人とし
ていましたが、令和５年度の参加者数は高齢者、障害者等全
体で841人の参加にとどまりました。事業の実施内容や感染
症対策を含め、安全に配慮した運営方法を継続的に検討する
必要があります。

障害者地域支援室 B
スポーツ振興課と障害者スポーツに関する情報を適宜共有
し、県や市、各種団体が主催するイベントや講座の周知を行
いました。

スポーツ振興課 B

・ゴールボールや車いすバスケットボールなどのパラスポー
ツが体験できる「スポーツフェスティバル&つくパ2023」
を開催しました。令和５年度は1,173名が来場し、令和6年
度は天候不順であったためか866名の来場でした。
・障害者を対象に地域のスポーツ施設を利用する「障害者の
スポーツ体験及び体験支援講座」を開催し、令和５年度は延
べ10名の障害者がスポーツジムを体験利用しました。ま
た、延べ10名がサポート方法の指導を受けました。令和６
年度は体験講座のあとに同じ参加者グループで、もう一度体
験講座が受けられるフォローアップ講座を実施しています。
９月末までに各１回実施し、体験講座に５名、フォローアッ
プに４名の障害者が参加しました。
・市の体育館で３種目(車椅子バスケ、ボッチャ、ドッジボー
ル)の障害者スポーツを体験できる「障害者スポーツ体験教
室」を開催し、令和５年度延べ17名が参加しました。令和6
年度も同様の取組を予定しており、令和7年2月の開催に向
け準備を進めています。

134 みんなでＤＯスポーツ
障害児を対象に簡単なスポーツ等を実施し、心身のリフレッ
シュを図るとともに学生ボランティアとの交流を図ります。

社会福祉協議会 B
知的障害者を対象として一緒に楽しめるよう学生ボランティ
アとスポーツ等を企画・実施し、交流を図っています。

135 障害児運動教室
情緒の安定等、精神的・身体的な健康増進のため、気軽にで
きる運動教室を実施します。

障害者地域支援室 B
軽度の運動を通じて、障害児の体力増強・交流・余暇活動を
図ることを目的として、運動教室を月に一度開催していま
す。

136 障害者の生涯学習関連事業
生涯学習の情報提供を行います。
障害者が自ら生涯学習を楽しめる講座を実施します。

生涯学習推進課 B

障害者のための生涯学習講座「卓球バレー体験講座」を令和
５年(2023年)12月２日(土)に開催しました。３団体が参加
し、卓球バレーをとおしてスポーツを楽しむことや参加者同
士の交流をもつ機会を提供することができました。令和６年
度は、令和６年(2024年)11月30日(土)に開催予定です。

137
高齢者・障害者のためのパソコ
ン相談

障害者等を対象にパソコン教室を開催し、インターネット等
を活用した仲間づくりや市ホームページへのアクセス等を支
援します。

社会福祉協議会 B
毎月2回（第1・第3土曜日10:00～15:00）ボランティア
の協力によるパソコン操作全般に関する相談会を開催し、支
援を行いました。

132

障害者が制作した作品の展示と演劇等の舞台発表を通して、
障害者の社会参加を促進し、市民の障害者に対する理解を深
めます。

9-2 生涯学習の推進

障害者のスポーツ活動をサポートする人材の育成を目指し、
必要な事業の実施に努めます。また、すべての市民の障害者
スポーツに対する認知度や興味を高めていくことを目指し、
県や各種団体が主催するイベントや講座の周知を行うととも
に、参加・体験型のスポーツイベントを実施して障害者の社
会参画や交流を促進します。

障害者のスポーツ活動の推進133

障害者の社会参加への意欲向上や高齢者の健康増進を図るた
め、参加者相互の理解を深め、福祉のまちづくりへの意識を
高めることに努めます。

おひさまサンサン生き生きまつ
りの実施

チャレンジアートフェスティバ
ルの実施

131

文化芸術・スポーツ・レクリエーション活動の充実

9-1 社会活動への参加と交流の促進
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資料１－２　評価基準

評価 進捗の度合 判断基準

A
施策の取組みを予定通りに実施しつつ、更な
る効果創出につながる取組みも実施してい
る場合

・取組や手段などに問題なく想定以上に進んでいる
・進捗状況は組織の期待や要求以上に進んでいる
・計画に明記したスケジュールより早めに進んでいる
・計画に明記した内容より高い水準で進んでいる
・計画に明記した数値を上回った状態で進んでいる

※100％以上

B
施策の取組みを予定通りに実施している場
脚

・取組や手段などに問題なく想定どおりに進んでいる
・進捗状況は組織の期待や要求どおりに進んでいる
・計画に明記したスケジュールどおりに進んでいる
・計画に明記した内容どおりの水準で進んでいる
・計画に明記した数値とほぼ同じ状態で進んでいる

※80～100％

C
施策の取組みを概ね予定通りに実施してい
る場合

・取組や手段などに問題なく進んでいるが、多少の見直しが必要である
・進捗状況は概ね組織の期待や要求どおりに進んでいる
・計画に明記したスケジュールより多少遅れている
・計画に明記した内容は概ね水準どおりに進んでいる
・計画に明記した数値には至っていないが成果はでている

※50～80％

D
施策の取組みを予定通りに実施てきていな
い場合

・取組や手段などに問題があるため、見直しが必要である
・進捗状況は組織の期待や要求以下である
・計画に明記したスケジュールより遅れている
・計画に明記した内容が水準より下回っている
・計画に明記した数値を下回っている

※50％未満

E
各種要因より施策の取組みの実施が困難に
なった/できなくなった場合

・外的な要因により当初設定した施策の取組みが実施できなくなった。 ※0％



資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

障害者地域支援室 B

社会福祉協議会 B

2 市広報紙の活用 障害福祉課 B

広報戦略課 A

障害福祉課 B

4 障害者週間を通した啓発・広報活動 障害者地域支援室 B

5 障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画 障害福祉課 B

6 障害者自立支援協議会 障害者地域支援室 B

こども政策課 B

社会福祉協議会 B

地域包括支援課 C

社会福祉協議会 B

9 地域見守りネットワーク事業 社会福祉協議会 B

社会福祉課 B

社会福祉協議会 B

学び推進課

特別支援教育推進室

12 福祉体験教室 社会福祉協議会 B

13 福祉教育や特別支援学校との交流学習の実施 学び推進課 B

14 障害のある児童生徒の教育の充実 特別支援教育推進室 B

15 ボランティア活動基盤整備事業 社会福祉協議会 B

社会福祉課 B

社会福祉協議会 B

17 ボランティアネットワーク支援事業 社会福祉協議会 B

18 ボランティアセンター広報事業 社会福祉協議会 B

19 ボランティアセンター運営事業 社会福祉協議会 B

20 各種奉仕員養成講座の開催 障害者地域支援室 B

地域包括支援課 C

社会福祉協議会 B

22 傾聴ボランティア事業『おうち de 交流』 地域包括支援課 C

1-4

ボランティア育成・支援・研修事業16

21 介護支援ボランティア事業

ボランティア活動の促進

さわやかサービス事業10

8

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

1 市民への啓発活動

進捗評価
(R6.9)

7 つくば子育てサポートサービス事業

啓発・広報活動の充実

共生のまち づくりの推進

1-2

1-1

生活支援体制整備事業

3 ホームページの活用

市内小中学校・義務教育学校と特別支援学校との交流促
進

11 B

1-3 インクルーシブ教育の普及

地域づくり
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資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

進捗評価
(R6.9)

23 つくば市市営住宅長寿命化計画 住宅政策課 B

24 重度障害者住宅リフォーム補助事業 障害福祉課 B

25 つくば市民間賃貸住宅情報提供事業 住宅政策課 B

26 住居確保給付 社会福祉課 B

27 グループホームの利用促進 障害福祉課 B

障害者地域支援室 B

建築指導課 B

29 道路の修繕・改修 道路管理課 B

30 バリアフリーマスタープランに基づいた取組みの推進 企画経営課 B

31 市内公共施設等バリアフリー化整備方針の推進 公共資産利活用推進課 B

高齢福祉課 B

障害者地域支援室 B

33 コミュニティバス・デマンド型交通運行業務 総合交通政策課 A

34 ノンステップバス導入促進事業 総合交通政策課 A

35 障害者運賃割引制度 総合交通政策課 A

36 福祉タクシー制度の充実 障害者地域支援室 B

37 交通系ICカードによる鉄道・バス利用運賃の助成 障害者地域支援室 B

38 障害者の運転免許取得・自動車改造の助成 障害者地域支援室 B

防犯交通安全課 B

危機管理課 A

40 地域見守りネットワーク事業 社会福祉協議会 B

41 避難行動要支援者への支援 社会福祉課 B

42 福祉避難所の受入れ体制の構築 社会福祉課 B

43 障害特性に応じた災害時支援 障害者地域支援室 B

44 医療的ケアが必要な人への災害対応の支援 障害福祉課 B

45 防災訓練プログラムの導入 社会福祉協議会 C

46 福祉体験教室 社会福祉協議会 B

47 消費者被害等の未然防止 消費生活センター B

48 消費者トラブルの相談 消費生活センター B

2-1 住宅政策の推進

生活環境の整備推進

3-2

2-2

28 施設環境の整備

2-3

消費者被害等の未然防止

39 防犯・防災に関する啓発・広報

福祉有償運送事業32

3-1

安全・安心な暮らしの確保

防犯・防災体制の充実

交通手段の確保

都市施設・道路の整備
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資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

進捗評価
(R6.9)

障害者地域支援室 B

地域包括支援課 B

社会福祉協議会 B

障害者地域支援室 B

地域包括支援課 B

51 日常生活自立支援事業 社会福祉協議会 C

52 障害者虐待防止事業 障害者地域支援室 B

障害者地域支援室 B

人事課 B

54 合理的配慮支援事業 障害者地域支援室 B

55 選挙等における配慮の充実 選挙管理委員会事務局 C

56 障害福祉サービス提供体制の充実 障害福祉課 B

57 地域生活支援事業の充実 障害福祉課 B

58 福祉支援センターの充実 障害者地域支援室 B

59 短期入所事業等への参入の促進 障害福祉課 B

60 グループホーム事業の充実と利用促進 障害福祉課 B

61 施設情報の提供 障害福祉課 B

62 日中活動系サービスや居住系サービス事業への参入促進 障害福祉課 B

障害福祉課 B

社会福祉協議会 B

64 宅配食事サービス事業 高齢福祉課 B

65 難病患者への支援 障害福祉課 B

医療年金課 B

障害福祉課 B

67 水道料金の減免 上下水道業務課 B

68 全庁的な連携体制の強化 障害福祉課 B

69 福祉に関する職員研修の計画的実施 人事課 B

70 発達相談 障害福祉課 B

71 のびのび子育て教室 こども未来センター B

72 高次脳機能障害への支援の充実 障害者地域支援室 B

73 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム推進事業 障害者地域支援室 B

74 医療的ケア児の相談支援 障害福祉課 B

4-1

成年後見制度推進事業50

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度と日常生活自立支援事業の充実

権利擁護の推進

49

4-2

5-1

障害者差別解消法の主旨の普及啓発53

4-3

日常生活支援の充実

地域生活の充実

障害者虐待防止のための体制の充実・強化

差別の禁止

5-2

障害基礎年金・各種手当等66

車いす貸し出し事業63

保健・医療・福祉・教育の連携
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資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

進捗評価
(R6.9)

75 障害福祉制度についての相談対応の充実 障害者地域支援室 B

76 女性のための相談室運営事業 ダイバーシティ推進室 B

77 家庭児童相談業務の充実 こども未来センター B

障害福祉課 B

こども未来センター B

79 こころの健康相談事業 健康増進課 B

80 在住外国人への情報提供や相談窓口の周知強化 国際都市推進課 C

81 地域生活支援拠点等の整備 障害者地域支援室 B

地域包括支援課 B

障害者地域支援室 B

83 児童発達支援センターの整備 障害福祉課 B

84 つくば市介護職員就労スタートアップフォロー給付金 高齢福祉課 B

85 つくば市介護職員キャリアアップ費用給付金 高齢福祉課 B

86 事例検討や研修を通した人材育成 障害福祉課 B

87 コミュニケーション支援サービスの充実 障害者地域支援室 B

88 障害福祉サービス事業所情報の収集と迅速な情報提供 障害福祉課 B

89 視覚障害者等の読書環境整備 中央図書館 A

90 聴覚障害者等の緊急通報 消防指令課 B

91 市役所窓口におけるコミュニケーション支援の充実 障害者地域支援室 B

92 健康管理システムの活用 健康増進課 B

93 健康体操教室 健康増進課 C

健康増進課 C

国民健康保険課 B

医療年金課 B

95 あかちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業） こども未来センター B

96 １歳６か月健康診査 こども未来センター B

97 ３歳健康診査 こども未来センター B

98 すこやか健康相談 こども未来センター B

99 出前健康講座（こども編） こども未来センター B

100 市長同意による医療保護入院事務 健康増進課 B

101 連携による在宅支援体制の充実 障害福祉課 B

5-3

78 発達相談

相談支援体制の充実・強化

6-2

94 成人健診事業

6-3

5-4

5-6

6-1

相談対応部署間の連携強化82

5-5

保健・医療体制の充実

福祉人材の確保と育成

コミュニケーション手段の確保と情報利用の円滑化

総合拠点・地域拠点の整備

健康づくりの支援

早期発見体制の充実

精神医療体制の充実
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資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

進捗評価
(R6.9)

102 健康増進計画推進事業 健康増進課 B

103 医療福祉費支給制度 医療年金課 B

104 障害児受入れ医療機関等への支援 障害福祉課 B

105 感染症対策事業 予防接種・感染症対策室 B

106 障害児の総合的な支援体制の整備 障害福祉課 B

107 おもちゃライブラリー事業 社会福祉協議会 B

108 障害のある保護者への配慮 幼児保育課 B

109 ペアレントトレーニング・ペアレントメンター 障害福祉課 B

110 障害児の保育所の受入れ体制の整備 幼児保育課 B

111 療育の質の向上のための関係福祉施設の連携の強化 障害福祉課 B

112 障害児に配慮した施設の整備 教育施設課 B

113 障害幼児教育の充実 特別支援教育推進室 B

114 障害児支援体制の整備 障害福祉課 A

115 障害児相談支援事業 障害福祉課 B

116 医療的ケア児の支援体制の整備 障害福祉課 B

117 巡回発達相談 こども未来センター B

118 放課後児童健全育成事業の整備 こども育成課 B

119 全職員で取り組む特別支援教育の充実 特別支援教育推進室 B

120 特別支援学級の指導の充実 特別支援教育推進室 B

121 障害のある児童生徒の教育の充実（14の再掲） 特別支援教育推進室 B

122 教職員の資質の向上 特別支援教育推進室 B

123 就労系福祉サービスの充実 障害福祉課 B

124
公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関
係機関との連携強化

障害者地域支援室 B

125 就労面接会の実施 障害者地域支援室 B

126 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 障害福祉課 B

127 つくば市雇用促進交付金 産業振興課 D

128 障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進 障害者地域支援室 B

129 福祉施設等の物品販売の充実 障害者地域支援室 B

8-1

8-2

学校教育の充実

6-4

7-1

7-2

就労に向けた支援

就労機会の充実

就労の場の確保

教育・療育の充実

障害児への支援

保健・医療体制の整備
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資料２　第３次つくば市障害者計画　進捗評価表(簡易)

所管・担当課事業
大
目
標

基
本

目
標

進捗評価
(R6.9)

130 社会参加への支援 障害者地域支援室 B

障害者地域支援室 B

社会福祉協議会 B

障害者地域支援室 B

高齢福祉課 C

障害者地域支援室 B

スポーツ振興課 B

134 みんなでＤＯスポーツ 社会福祉協議会 B

135 障害児運動教室 障害者地域支援室 B

136 障害者の生涯学習関連事業 生涯学習推進課 B

137 高齢者・障害者のためのパソコン相談 社会福祉協議会 B

9-2

障害者のスポーツ活動の推進133

おひさまサンサン生き生きまつりの実施

生涯学習の推進

チャレンジアートフェスティバルの実施131

9-1 社会活動への参加と交流の促進

132

文化芸術・スポーツ・レクリエーション活動の充実
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資料３　変更点（担当課）

大目標 変更前 変更後

31 公共施設マネジメント推進室 公共資産利活用推進課

43・81 障害福祉課 障害者地域支援室

50 社会福祉課 社会福祉協議会

67 水道業務課 下水道業務課

71・78・
95～99

健康増進課 こども未来センター

76 男女共同参画室 ダイバーシティ推進室

77・117 こども未来課 こども未来センター

105 新型コロナウイルス対策室 予防接種・感染症対策室



資料３　変更点（事業）

大目標 事業名（⇒変更後） 変更前 変更後

35 障害者運賃割引制度
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
を所持している人及びその介護者（１名）を対象に、つくバ
スとつくタクの運賃の割引（半額）を行います。

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
を所持している人及びその介護者（１名）を対象に、つくバ
ス・つくタク・つくばね号の運賃の割引（半額）を行います。

48 消費者トラブルの相談
消費者トラブルに遭ってしまった場合の相談業務の充実と
ともに、普及啓発に努めます。

消費者トラブルに遭ってしまった場合の相談業務の充実と
ともに、相談窓口の普及啓発に努めます。

80
在住外国人への情報提供や相談窓口の周知強化
⇒在住外国人相談窓口の周知強化

外国人広報誌の発行やホームページ等での情報発信のほ
か、障害のある外国人も言語に関わらず適切に相談するこ
とができるよう、外国人相談窓口の周知強化を図るととも
に、担当課と連携を図りながら対応します。

障害のある外国人も言語に関わらず適切に相談することが
できるよう、外国人相談窓口の周知強化を図るとともに、
担当課と連携を図りながら対応します。

89 視覚障害者等の読書環境整備
小説などの録音資料（ＣＤ）、大きな活字の本、点訳ボラン
ティアの活動により作成した点字絵本を備えていきます。

小説などの録音資料（ＣＤ）、大きな活字の本、点訳ボラン
ティアの活動により作成した点字絵本、やさしく読めるＬＬ
ブック、電子書籍などを備えていきます。

110
障害児の保育所の受入れ体制の整備
⇒障害児及び医療的ケア児の保育所での受入れ体制
の整備

公立保育所における加配保育士の配置や、「保育所におけ
る医療的ケア児受入ガイドライン」に沿った医療的ケア児及
びその家族に対する適切な支援、民間保育園における加配
保育士の人件費補助を行うことで、障害児の状況に応じた
受入れ体制の整備に努めます。
安全・安心な保育のため、各保育所の保育体制や環境等に
十分配慮しながら、保護者、保育所の双方との調整に努め
ます。

公立保育所における加配保育士の配置や、民間保育園にお
ける加配保育士の人件費補助を行うことで、障害児の状況
に応じた受入れ体制の整備に努めます。
また、公立保育所においては「保育所における医療的ケア
児受入ガイドライン」に沿った医療的ケア児及びその家族に
対する適切な支援と、民間保育園等へ看護師配置人件費等
の補助事業を行い、安全・安心な保育のため、各保育所の
保育体制や環境等に十分配慮しながら、保護者、保育所の
双方との調整に努めます。



　資料４　進捗評価点数表

取組数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均

基本目標１

　共生のまちづくりの推進
29 1 25 3 0 0 85 2.93

基本目標２

　生活環境の整備促進
18 3 15 0 0 0 57 3.17

基本目標３

　安全・安心な暮らしの確保
11 1 9 1 0 0 33 3.00

基本目標４

　権利擁護の推進
11 0 9 2 0 0 31 2.82

基本目標５

　地域生活の充実
40 1 38 1 0 0 120 3.00

基本目標６

　保健・医療体制の充実
16 0 14 2 0 0 46 2.88

基本目標７

　教育・療育の充実
17 1 16 0 0 0 52 3.06

基本目標８

　就労に向けた支援
7 0 6 0 1 0 19 2.71

基本目標９
　文化芸術・スポーツ・レクリエーション活動の充
実

11 0 10 1 0 0 32 2.91

合計　 159 7 141 10 1 0 475 2.99

※　一つの事業に対して複数課が評価を行う場合があるため、事業数より取組数が多くなっています。

※　各平均は小数点第三位を四捨五入して算出しています。

※　事業14と事業121は同じ事業となっているため、取組数とBの合計から１つずつ引いています。

　　　※ 合計の平均（表内右下）については、上で引いた後の数字を参照して合計の平均を算出しています。



　資料５　サービス見込量等の実績

自立支援給付

1 介護給付 ※令和６年度の実績値は、令和６年４月から11月までの月平均値

(1) 居宅介護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 130 133 136 139 180
利用時間（時間） 1,900 1,950 2,000 2,050 2,900

実績値 実利用者数（人） 123 144 159 168 181
利用時間（時間） 1,935 2,301 2,304 2,824 3,361

利用率 実利用者数（％） 94.6 108.3 116.9 120.9 100.6
利用時間（％） 101.8 118.0 115.2 137.8 115.9

(2) 重度訪問介護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 12 18 19 20 24
利用時間（時間） 3,550 6,200 6,450 6,700 9,000

実績値 実利用者数（人） 18 20 22 21 21
利用時間（時間） 6,176 6,550 7,604 7,927 7,755

利用率 実利用者数（％） 150.0 111.1 115.8 105.0 87.5
利用時間（％） 174.0 105.6 117.9 118.3 86.2

(3) 同行援護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 14 9 11 13 13
利用時間（時間） 120 50 65 80 135

実績値 実利用者数（人） 7 8 9 14 19
利用時間（時間） 40 56 79 169 347

利用率 実利用者数（％） 50.0 88.9 81.8 107.7 146.2
利用時間（％） 33.3 112.0 121.5 211.3 257.0

計画策定時の見込 進捗状況

年10人の利用者増と月あたり200
時間程度の利用時間増を見込ん
で計画値を設定した。

利用者数は計画値通りに推移して
いる一方で、利用時間は計画策定
時の見込以上に増加している。

計画策定時の見込 進捗状況

年２人の利用者増と月600時間
の増加を見込んだ。

計画策定時の見込と異なり、利用
者数が増加せず、利用時間につい
ても減少に転じている。

計画策定時の見込 進捗状況

年２人の利用者数の増加と月25
時間の利用時間の増加を見込ん
で計画値を設定した。

利用者数・利用時間ともに計画策
定時の見込を大幅に超えて増加し
ている。一人当たりの利用時間も
急激に増加している。
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(4) 行動援護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 1 2 2 2 2
利用時間（時間） 10 20 25 30 20

実績値 実利用者数（人） 1 2 1 1 2
利用時間（時間） 15 19 21 19 93

利用率 実利用者数（％） 100.0 100.0 50.0 50.0 100.0
利用時間（％） 150.0 95.0 84.0 63.3 465.0

(5) 重度障害者等包括支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 0 0 0 0 0
利用時間（時間） 0 0 0 0 0

実績値 実利用者数（人） 0 0 0 0 0
利用時間（時間） 0 0 0 0 0

利用率 実利用者数（％） - - - - -
利用時間（％） - - - - -

(6) 短期入所（ショートステイ）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 100 73 78 83 70

利用日数（日） 800 500 525 550 620

実績値 実利用者数（人） 44 45 60 62 61

利用日数（日） 361 349 491 528 522

利用率 実利用者数（％） 44.0 61.6 76.9 74.7 87.1

利用日数（％） 45.1 69.8 93.5 96.0 84.2

計画策定時の見込 進捗状況

２年に１人の利用者数の増加と、
月５時間の利用時間増加を見込
んで計画値を設定した。

利用者数は計画値通りに推移して
いるが、利用時間は計画策定時の
見込より大幅に増加している。

計画策定時の見込 進捗状況

早期の事業所の新規参入はない
ものと予想して、計画期間中の利
用はないものと見込んだ。

計画策定時の見込通り、つくば市
内に当該サービスを提供する事業
所がない状況である。

計画策定時の見込 進捗状況

新型コロナウイルス感染症の影
響が小さくなってきているため、
年10人の増加と月50日の増加を
見込んだ。

計画策定時の見込と異なり、実利
用者数・利用日数ともに横ばいと
なっている。
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(7) 療養介護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 11 11 11 11 12
利用日数（日） 341 341 341

実績値 実利用者数（人） 11 12 11 12 12
利用日数（日） 291 275 332

利用率 実利用者数（％） 100.0 109.1 100.0 109.1 100.0
利用日数（％） 85.3 80.6 97.4

(8) 生活介護
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 265 290 305 320 340
利用日数（日） 5,000 5,300 5,500 5,700 6,350

実績値 実利用者数（人） 286 295 304 325 330
利用日数（日） 5,413 5,618 5,680 6,083 6,161

利用率 実利用者数（％） 107.9 101.7 99.7 101.6 97.1
利用日数（％） 108.3 106.0 103.3 106.7 97.0

(9) 施設入所支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 143 142 140 139 139

実績値 実利用者数（人） 144 144 142 144 143

利用率 実利用者数（％） 100.7 101.4 101.4 103.6 102.9

計画策定時の見込 進捗状況

国の基本指針に従い、令和４年度
（2022年度）末の入所者数から令和
８年度（2026年度）末までに5%削減
するよう、計画値を設定した。

横ばいとなっており、計画通りには
進んでいない。

計画策定時の見込 進捗状況

入所型の福祉サービスであるた
め、計画値等から日数の項目を
なくしている。利用者が限定され
るサービスであるため、同程度の
実績を想定して計画値を設定し
た。

見込み通り横ばいとなっている。

計画策定時の見込 進捗状況

年20人の利用者数の増加と月
250日の利用日数増加を見込ん
で計画値を設定した。

計画策定時の見込より緩やかな増
加となっている。
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2 訓練等給付　 ※令和６年度の実績値は、令和６年４月から11月までの月平均値

(1) 自立訓練（機能訓練）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 30 22 24 26 13
利用日数（日） 240 190 210 230 80

実績値 実利用者数（人） 14 12 12 11 14
利用日数（日） 140 87 67 75 111

利用率 実利用者数（％） 46.7 54.5 50.0 42.3 107.7
利用日数（％） 58.3 45.8 31.9 32.6 138.8

(2) 自立訓練（生活訓練）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 34 37 39 41 36
利用日数（日） 540 690 730 770 580

実績値 実利用者数（人） 39 35 35 30 36
利用日数（日） 681 577 558 534 575

利用率 実利用者数（％） 114.7 94.6 89.7 73.2 100.0
利用日数（％） 126.1 83.6 76.4 69.4 99.1

(3) 就労移行支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 90 77 82 87 90
利用日数（日） 1,800 1,300 1,350 1,400 1,480

実績値 実利用者数（人） 63 64 79 73 75
利用日数（日） 1,062 1,076 1,339 1,162 1,120

利用率 実利用者数（％） 70.0 83.1 96.3 83.9 83.3
利用日数（％） 59.0 82.8 99.2 83.0 75.7

計画策定時の見込 進捗状況

年２人の利用者と月40日の利用
日数の増加を見込んだ。

ほぼ計画通り推移している。

計画策定時の見込 進捗状況

年10人の利用者と月160日の利
用日数の増加を見込んだ。

利用者数、利用日数ともに計画を
下回っている。

年１人の利用者と月８日の利用
日数の増加を見込んだ。

令和５年度から令和６年度にか
け、利用者数・利用日数が大きく増
加している。

計画策定時の見込 進捗状況
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(4) 就労継続支援（A型）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 80 65 66 67 130
利用日数（日） 1,700 1,200 1,220 1,240 2,400

実績値 実利用者数（人） 67 86 105 117 119
利用日数（日） 1,430 1,180 1,221 2,077 2,114

利用率 実利用者数（％） 83.8 132.3 159.1 174.6 91.5
利用日数（％） 84.1 98.3 100.1 167.5 88.1

(5) 就労継続支援（B型）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 285 360 370 380 530
利用日数（日） 5,500 6,000 6,150 6,300 8,950

実績値 実利用者数（人） 361 395 453 516 558
利用日数（日） 6,093 6,708 7,607 8,668 9,530

利用率 実利用者数（％） 126.7 109.7 122.4 135.8 105.3
利用日数（％） 110.8 111.8 123.7 137.6 106.5

(6) 就労定着支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 9 20 24 28 23
実績値 実利用者数（人） 15 20 19 17 26
利用率 実利用者数（％） 166.7 100.0 79.2 60.7 113.0

(7) 共同生活援助（グループホーム）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 127 160 175 190 280
実績値 実利用者数（人） 156 173 212 246 274
利用率 実利用者数（％） 122.8 108.1 121.1 129.5 97.9

年４人程度の利用者数の増加を
見込んで計画値を設定した。

計画値を上回るペースで増加して
いる。

計画策定時の見込 進捗状況

年15人の利用者数の増加と月
300日の利用日数の増加を見込
んで計画値を設定した。

計画値より緩やかな増加となって
いる。

計画策定時の見込 進捗状況

年30人の利用者数の増加と月
450日の利用日数の増加を見込
んで計画値を設定した。

利用者数、利用日数ともに計画値
を上回るペースで増加している。

計画策定時の見込 進捗状況

計画策定時の見込 進捗状況

年40人の利用者数の増加を見込
んで計画値を設定した。

ほぼ計画値通りに推移している。

5



(8) 自立生活援助
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 決定者数（人） 2 2 2 2 4
実績値 決定者数（人） 0 0 1 1 0
利用率 決定者数（％） 0.0 0.0 50.0 50.0 6.3

3 相談支援
(1) 計画相談支援

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 決定者数（人） 990 1,100 1,150 1,200 1,500
実績値 決定者数（人） 1,139 1,203 1,335 1,407 1,500
利用率 決定者数（％） 115.1 109.4 116.1 117.3 100.0

(2) 地域移行支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 決定者数（人） 8 8 8 8 9
実績値 決定者数（人） 0.5 0 2 0 1
利用率 決定者数（％） 6.3 0.0 25.0 2.5 15.6

(3) 地域定着支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 決定者数（人） 2 2 2 2 3
実績値 決定者数（人） 1 1 1 1 1
利用率 決定者数（％） 50.0 50.0 50.0 50.0 33.3

急激に増加することは考えづら
く、計画値は据え置きとした。

令和６年度（2024年度）は年度途中か
ら１名が利用している。対象者が限ら
れており、計画値を下回っている。

計画策定時の見込 進捗状況

年50人の利用者数の増加を見込
んで計画値を設定した。

ほぼ計画策定時の見込通りに推移
している。

計画策定時の見込 進捗状況

多くは見込めないものの、地域移
行を進めていくため、年２人の増
加を見込んだ。

令和２年度以降横ばいである。

計画策定時の見込 進捗状況

地域移行を進めていくため、実績
はほぼなかったものの、計画値
は微増とした。

対象者が限られていることもあり、
ほぼ横ばいとなっている。

計画策定時の見込 進捗状況
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障害児への福祉サービス
1 障害児通所支援

(1) 児童発達支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 230 300 330 360 480
利用日数（日） 1,300 2,300 2,600 2,900 3,700

実績値 実利用者数（人） 344 403 450 471 463
利用日数（日） 2,681 3,123 3,370 3,751 3,907

利用率 実利用者数（％） 149.6 134.3 136.4 130.8 96.5
利用日数（％） 206.2 135.8 129.6 129.3 105.6

(2) 放課後等デイサービス
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 420 530 560 590 820
利用日数（日） 5,460 6,890 7,280 7,670 9,000

実績値 実利用者数（人） 502 583 687 768 887
利用日数（日） 5,827 6,475 7,402 8,283 9,773

利用率 実利用者数（％） 119.5 110.0 122.7 130.2 108.2
利用日数（％） 106.7 94.0 101.7 108.0 108.6

計画策定時の見込 進捗状況

年80人の利用者と月920日の利
用日数の増加を見込んで計画値
を設定した。

利用者数、利用日数ともに計画値
を上回っている。

計画策定時の見込 進捗状況

年40人の利用者と月320日の利
用日数の増加を見込んで計画値
を設定した。

年度末にかけて利用者数・利用日
数が大きくなるサービスであり、と
もに計画値を上回る推移となる見
込み。
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(4) 保育所等訪問支援
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 6 4 6 8 40
利用日数（日） 12 8 12 16 55

実績値 実利用者数（人） 9 18 49 36 29
利用日数（日） 12 21 61 45 37

利用率 実利用者数（％） 150.0 450.0 816.7 450.0 72.5
利用日数（％） 100.0 262.5 508.3 281.3 67.3

(5) 居宅訪問型児童発達支援
令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 2 3 4 2 3
利用日数（日） 4 6 8 4 6

実績値 実利用者数（人） 0 0 0 0 0
利用日数（日） 0 0 0 0 0

利用率 実利用者数（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利用日数（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 障害児相談支援
(1) 障害児支援利用援助

(2) 継続障害児支援利用援助
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 130 170 190 210 550
実績値 実利用者数（人） 170 224 344 510 595
利用率 実利用者数（％） 130.8 131.8 181.1 242.9 108.2

計画策定時の見込 進捗状況

年30人の利用者と月390日の利
用日数の増加を見込んで計画値
を設定した。

令和６年度の実績値が実利用者
数・利用日数ともに令和５年度より
少なくなっている。

計画策定時の見込 進捗状況

実績はないが、全計画の値を引き
継ぎ、年１人の利用者と月２日の利
用日数の増加を見込んで計画値を
設定した。

当該サービスの利用者が市内にい
ない状況である。

計画策定時の見込 進捗状況

加速度的に増加すると考え、令和５年度（2023
年度）から令和６年度（2024年度）にかけては
150人の増加を見込んだ。

ほぼ計画値通りに推移している。
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地域生活支援事業
1 必須事業

(1) 理解促進・啓発事業（年間）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 有無 有 有 有 有 有
実績値 有無 無 無 無 有 有

(2) 自発的活動支援事業（年間）
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 有無 有 有 有 有 有
実績値 有無 有 有 有 有 有

(3) 相談支援事業
（ⅰ）基幹相談支援センター

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 （か所） 1 1 1 1 1
実績値 （か所） 1 1 1 1 1
利用率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
（ⅱ）指定一般相談支援事業者

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 （か所） 4 4 4 4 4
実績値 （か所） 4 4 4 4 4
利用率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

進捗評価

令和６年度より、これまで障害者団体等に個別に補助していたものを
対象団体の要件を広げ、定期的な活動及び講演会等、ボランティア
養成等の取り組みに応じて補助することとした。現在市内３団体に補
助金を交付している。

進捗評価

障害者地域支援室での直営部分と、指定一般相談支援事業所への
一部委託により構成されており、引き続き互いに連携を取りながら運
営していく。

進捗評価

地域相談の質を確保し、地域移行支援や地域定着支援を推進するた
め、引き続き４箇所の事業所で行うことを見込んでいる。

進捗評価

「おひさまサンサン生き生きまつり」は、令和２年度から令和４年度は新型コロナウイ
ルスの影響で中止となったが、令和５年度より再開した。障害者（児）や高齢者、市民
が共にスポーツやレクリエーションを通じて社会参加を促進し、市民と障害者に対す
る理解と認識を深めることを目的に継続していく。
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（ⅲ）指定特定相談支援事業者
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 （か所） 15 21 22 23 28
実績値 （か所） 20 21 23 27 28
利用率 （％） 133.3 100.0 104.5 117.4 100.0

(4) 成年後見制度利用支援事業
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 有無 有 有 有 有 有
実績値 有無 有 有 有 有 有

(5) 成年後見制度法人後見支援事業
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 有無 有 有 有 有 有
実績値 有無 有 有 有 有 有

(6) 意思疎通支援事業　※令和６年度の実績値は、令和６年11月末時点の集計
（ⅰ）手話通釈者派遣事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 45 50 50 50 52
延べ利用者数（人） 355 415 430 445 501

実績値 実利用者数（人） 37 51 52 53 46
延べ利用者数（人） 351 425 471 395 196

利用率 実利用者数（％） 82.2 102.0 104.0 106.0 88.5
延べ利用者数（％） 98.9 102.4 109.5 88.8 39.1

計画策定時の見込 進捗状況

引き続き増加が見込まれること
から、令和４年度（2022年度）の
実績値をもとに、年30件の伸びを
見込んだ。

実利用者数は見込通りに推移して
いる一方で、延べ利用者数は減少
傾向にある。

計画策定時の見込 進捗状況

年１か所ずつの増加を見込んで
計画値を設定した。

計画策定時の見込通りに推移して
いる。

進捗評価

進捗評価

令和５年度（2023年度）は２件、令和６年度（2024年度）は11月末時点
で１件の実績あり。必要に応じて事業者に、適切な利用ができるよう
情報提供を行っている。

社会福祉協議会に設置されているつくば成年後見センターにより、制
度に関する相談や専門職や市民向けの講座を開催するなど周知啓
発を行っている。
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（ⅱ）要約筆記者派遣事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 9 7 7 7 5
延べ利用者数（人） 44 43 43 43 33

実績値 実利用者数（人） 6 7 4 3 0
延べ利用者数（人） 23 45 30 9 0

利用率 実利用者数（％） 66.7 100.0 57.1 42.9 0.0
延べ利用者数（％） 52.3 104.7 69.8 20.9 0.0

（ⅲ）手話通訳者設置事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 486 362 372 382 505
延べ利用者数（人） 1,700 1,200 1,300 1,400 1,668

実績値 実利用者数（人） 326 427 475 312 188
延べ利用者数（人） 1,127 1,343 1,568 1,623 845

利用率 実利用者数（％） 67.1 118.0 127.7 81.7 37.2
延べ利用者数（％） 66.3 111.9 120.6 115.9 50.7

（ⅳ）重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 2 2 2 2 2
延べ利用者数（人） 28 28 28 28 28

実績値 実利用者数（人） 0 0 0 0 0
延べ利用者数（人） 0 0 0 0 0

利用率 実利用者数（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
延べ利用者数（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

聴覚障害者にとってニーズが大
きい事業のため、令和４年度
（2022年度）の実績値をもとに、
実利用者数は年間30人、延べ利
用者数は年間100人の伸びを見
込んだ。

実利用者数は減少しているが、令
和５年度（2023年度）の延べ利用者
数は計画策定時の見込を上回って
いる。令和６年度（2024年度）は計
画策定時の見込をやや下回る見
込み。

計画策定時の見込 進捗状況

実績はないが、前回計画策定時
の計画値を据え置きした。

令和６年（2024年）11月時点で実績
なし。

計画策定時の見込 進捗状況

実利用者数は減少傾向にある
が、過去３年間の平均値をもとに
計画値を設定した。

実利用者・延べ利用者ともに減少
傾向にあり、令和６年度（2024年
度）は11月末時点で実績がない状
態である。

計画策定時の見込 進捗状況
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(7) 日常生活用具給付等事業　※令和６年度の実績値は、令和６年11月分までの集計
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 利用件数（件） 14 13 13 13 12
実績値 利用件数（件） 9 8 6 6 2
利用率 利用件数（％） 64.3 61.5 46.2 46.2 16.7
計画値 利用件数（件） 26 24 24 24 24
実績値 利用件数（件） 15 18 18 20 9
利用率 利用件数（％） 57.7 75.0 75.0 83.3 37.5
計画値 利用件数（件） 16 14 14 14 14
実績値 利用件数（件） 12 14 12 13 5
利用率 利用件数（％） 75.0 100.0 85.7 92.9 35.7
計画値 利用件数（件） 25 25 25 25 26
実績値 利用件数（件） 10 18 21 14 17
利用率 利用件数（％） 40.0 72.0 84.0 56.0 65.4
計画値 利用件数（件） 3,525 4,027 4,127 4,227 4,080
実績値 利用件数（件） 3,795 3,773 3,881 3,890 2,938
利用率 利用件数（％） 107.7 93.7 94.0 92.0 72.0
計画値 利用件数（件） 4 4 4 4 4
実績値 利用件数（件） 2 2 1 1 2

利用率 利用件数（％） 50.0 50.0 25.0 25.0 50.0

計画値 利用件数（件） 3610 4107 4207 4307 4160

実績値 利用件数（件） 3843 3833 3939 3944 2973
利用率 利用件数（％） 106.5 93.3 93.6 91.6 71.5

計画策定時の見込 進捗状況

排せつ管理支援用具の利用者
数の増加が著しく、引き続き増加
が見込まれることから、令和４年
度（2022年度）の実績値をもと
に、年間100件の伸びを見込ん
だ。

令和６年度(2024年度）より、排せつ
管理用具の一つである紙おむつの
対象者拡大を実施しており、令和６
年度(2024年度）末には計画値を超
えている見込みであり、これに伴
い、合計も計画値を上回る見込み
である。
そのほかの日常生活用具について
はほぼ計画通りになる見込みであ
る。

情報・
意思疎通
支援用具

排せつ管理
支援用具

居宅生活
動作

支援用具

合計

介護・訓練
支援用具

自立生活
支援用具

在宅療養等
支援用具
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(8) 手話奉仕員養成研修事業
入門コース　※計画への記載は令和３年度からのため、令和２年度の計画値・達成率は空欄となっている。

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 修了人数（人） 15 15 15 15
実績値 修了人数（人） 3 14 13 14
達成率 修了人数（％） 93.3 86.7 93.3 0.0

基礎コース

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 修了人数（人） 20 15 15 15 15
実績値 修了人数（人） 12 13 8 12
達成率 修了人数（％） 60.0 86.7 53.3 80.0 0.0

(9) 移動支援事業
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 34 31 31 31 28
利用時間（時間） 156 140 140 140 168

実績値 実利用者数（人） 24 20 25 30 29
利用時間（時間） 103 123 153 229 287

利用率 実利用者数（％） 70.6 64.5 80.6 96.8 103.6
利用時間（％） 66.0 87.9 109.3 163.6 170.8

計画策定時の見込 進捗状況

需要が大きい事業であり、定員
数を計画値とした。

計画通り事業を実施することがで
きている。

計画策定時の見込 進捗状況

需要が大きい事業であり、定員
数を計画値とした。

計画通り事業を実施することがで
きている。

計画策定時の見込 進捗状況

外出自粛の規制緩和による需要
増加が想定されるため、令和４年
度（2022年度）実績値に対して
10%の増加を見込んだ。

利用者数はほぼ計画値通りの推
移であるが、利用時間は見込みを
大きく上回っている。
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(10) 地域活動支援センター機能強化事業
（ⅰ）地域活動支援センターⅠ型

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 142 142 142 142 115
箇所数（か所） 1 1 1 1 1

実績値 実利用者数（人） 115 109 109 98
箇所数（か所） 1 1 1 1

利用率 実利用者数（％） 81.0 76.8 76.8 69.0 0.0
箇所数（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0

（ⅱ）地域活動支援センターⅡ型

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 120 85 85 85 81
箇所数（か所） 4 4 4 4 4

実績値 実利用者数（人） 72 64 64 86 173
箇所数（か所） 4 4 4 4 5

利用率 実利用者数（％） 60.0 75.3 75.3 101.2 213.6
箇所数（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 125.0

計画策定時の見込 進捗状況

ここ数年の実利用者数の推移か
ら、今後も同程度の実利用者数
を見込み、計画値とした。

令和５年度で当該事業は廃止。
「地域活動支援センターⅡ型」と統
合された。

計画策定時の見込 進捗状況

令和５年7月末の実績値（81人）
をもとに計画値を設定した。

令和６年度から「地域活動支援セ
ンターⅠ型」と統合されたため、数
値上は計画値を上回っているが、
利用者は減少傾向にある。
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2 任意事業
(1) 日中一時支援事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 324 355 373 392 365
利用時間（時間） 4,030 4,436 4,658 4,891 4,242

実績値 実利用者数（人） 328 364 358 442 432
利用時間（時間） 4,039 4,389 4,159 4,898 5,054

利用率 実利用者数（％） 101.2 102.5 96.0 112.8 118.4
利用時間（％） 100.2 98.9 89.3 100.1 119.1

(2) 訪問入浴サービス
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 24 22 22 22 23
利用日数（日） 119 125 125 125 128

実績値 実利用者数（人） 23 24 23 21 18
利用日数（日） 125 135 125 114 107

利用率 実利用者数（％） 95.8 109.1 104.5 95.5 78.3
利用日数（％） 105.0 108.0 100.0 91.2 83.6

計画策定時の見込 進捗状況

令和４年度の実績値に対し、年
２％の伸びを見込んだ。

利用者数・利用時間ともに見込み
を上回っている。令和６年度(2024
年度）は令和５年度(2023年度)より
利用者数が減少している一方で、
利用時間は約3%増加している。

計画策定時の見込 進捗状況

同様の利用状況が続くと見込
み、令和２年度から令和４年度の
平均値を計画値として設定した。

利用者数・利用日数ともに、緩やか
に減少している。
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3 地域生活支援促進事業
(1) 障害者虐待防止対策支援事業（年間）

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 有無 有 有 有 有 有
実績値 有無 有 有 有 有 有

(2) 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)

年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 2
実績値 実利用者数（人） 2 3
利用率 実利用者数（％） 150.0

(3) 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024)
年度 年度 年度 年度 年度

計画値 実利用者数（人） 2
実績値 実利用者数（人） 1 1 2
利用率 実利用者数（％） 100.0

計画策定時の見込 進捗状況

対象者が限られていることと、学校内で
の支援体制が構築されるまでの支援で
あることから大きく増加することは考えに
くいため、年２人の利用を見込んだ。

計画策定時の見込を上回ってい
る。

計画策定時の見込 進捗状況

対象者は限られているが、重度障害者
の就労をサポートするための重要な事業
であり、1人の利用者数増加を見込んだ。

計画策定時の見込通りに推移して
いる。

進捗評価

つくば市虐待防止ネットワーク運営委員会及び実務者会議を各１回
ずつ開催したほか、ガイドブックの配布やHPで障害者虐待防止の周
知を行った。
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　資料６　令和８年度（2026年度）末までの目標に対する進捗状況

1 施設入所者の地域生活への移行 　
目標値 進捗状況（R6.11.30現在）

令和４年度（2022年度）末時点の入所施設利用者数（①） （人） 142

令和６年（2024年）11月末時点の入所施設利用者数（②） （人） 140
143人　施設入所待機者が50名以上おり、退所者と入
れ替わりで新しい人が入所するため、減少していない。

（人） 8 0人　同上

（％） 5.0 0％　同上

（人） 9 3人　GHに１人、自宅に２人が移行

（％） 6.0 2.1%

2 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築
進捗状況（R6.11.30現在）

自立支援協議会のおとな部会において、精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムについて事例を交え協
議を行った。今後は、支援がより充実したものになるよ
う、庁内でも連携を進めていく。

【目標】地域移行者数

【目標】入所施設利用者の減少数（①－②）

【目標】地域での保健、医療、福祉等の関係者による協議の場を継続
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　資料６　令和８年度（2026年度）末までの目標に対する進捗状況

3 地域生活支援拠点等の整備
進捗状況（R6.11.30現在）

令和６年度より、障害者地域支援室を中心に関係機関と連携しながら事業
を実施している。11月末時点で12の事業所を協定を結んでおり、体験の場
所や緊急時の受入れ場所等の確保に努めている。

令和６年４月より、市に専任のコーディネーターを配置
している。

地域生活支援拠点等事業については令和６年度から本格的に始動したば
かりであり、現時点では開催できていないが、今後、活動状況等を踏まえて
本事業の実施体制等について協議していく。

他市町村の事例等を参考にしつつ、今後整備を進め
ていく。

【目標１】令和８年度（2026年度）末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点
　　　　（地域生活支援拠点等)を確保

【目標２】地域生活支援拠点等の機能充実のためのコーディネーターの配置

【目標４】令和８年度（2026年度）末までに、強度行動障害のある障害者の支援ニーズ
　　　　の把握及び支援体制の整備

【目標３】地域生活支援拠点等の実績等を踏まえた運用状況の検証および検討を行う
　　　　場の開催
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　資料６　令和８年度（2026年度）末までの目標に対する進捗状況

4 障害児支援の提供体制の整備など
進捗状況（R6.11.30現在）

令和５年度に児童発達支援センターを春日庁舎を改修
して整備する方針とし、令和６年９月から設計業務を開
始した。今後は令和７年６月まで設計業務、令和７～８
年度に改修工事の予定で整備を進めていく。

令和６年11月末現在、市内に保育所等訪問支援事業を実施
している事業所は7か所あり、増加している。市でも令和３年
度から保育所等訪問支援事業を開設し、市内の事業所の支
援の質の向上と連携を図るため、令和５年度から保育所等
訪問支援事業所連絡会を開始した。

令和５年末時点と同様、主に重症心身障害児を支援
する児童通所支援事業所が市内に６か所あるほか、
専門職を配置し、受入体制を整備している事業所が２
か所ある。

令和４年度からつくば市医療的ケア児支援体制協議
会を開催し、医療的ケア児の市の支援体制構築につ
いて協議を継続している。

令和３年３月から障害福祉課に医療的ケア児等相談
窓口を開設し、医療的ケア児等支援コーディネーター２
名の配置を継続している。医療的ケア児と家族からの
各種相談対応や関係機関との連携を図っている。

保育所等訪問支援事業をとおして、地域の保育所・幼稚園
等に対して障害児への支援とともに保育士等への支援を
行っている。また保育所や幼稚園等の職員研修に障害福祉
課職員を派遣し、障害への理解促進や支援力の向上を図っ
ている。

【目標３】主に重症心身障害児をを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ
　　　　サービス事業所の維持

【目標４】医療的ケア児支援の協議の場の開催とその継続

【目標５】医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置の継続

【目標６】令和８年度（2026年度）末までに、障害児の地域社会への参加・包容（インク
　　　　ルージョン）を推進する体制の構築

【目標２】保育所等訪問支援を利用できる体制の維持

【目標１】令和８年度（2026年度）末までに児童発達支援センターの設置
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　資料６　令和８年度（2026年度）末までの目標に対する進捗状況

5 相談支援体制の充実・強化等
進捗状況（R6.11.30現在）

２か月に一度相談支援事業所連絡会を開催し、情報共有や
ケース検討を行うことで、相談支援体制の充実・強化を図っ
ている。基幹相談支援センターについては、障害者地域支援
室での直営部分と、指定一般相談支援事業所への一部委託
により構成されており、引き続き互いに連携を取りながら運
営していく。

6 障害福祉サービス等の質を向上させる取組に係る体制の構築
進捗状況（R6.11.30現在）

県が実施する研修への市職員の参加、関係事業所へ
の情報共有は問題なく行われている。指導監査結果を
共有する体制も構築されており、引き続きこの状態を
継続していく。

【目標】総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊
密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターの設置の継続

【目標】障害福祉サービス等の質を向上させる研修等の取組に関する体制の継続
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